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はじめに 

 私は、今後の札幌のまちづくりを進めていくための考え方を

まとめた「さっぽろ元気ビジョン」で、「市民自治が息づくま

ちづくり」をまちづくりの根本に据えました。 

 市民自治とは、自分たちのことは自分たちで決め、自分たち

のまちづくりは自分たち自身で決めていくことだと思います。 

 多くの市民が札幌のまちを好きだと感じ、これからも住んで

いきたいと思っています。先人から受け継いだこの札幌をより愛着のあるまちとして

次世代に引き継いでいくためには、社会環境の変化に対応した自治体運営のしくみが

必要です。財政状況がますます厳しくなる中、自分たちのまちづくりで何を大事にし、

優先していくのか、自分たちが一番大事だと思うことはこれだと合意を形成し、市民

自身が選択していかなければなりません。 

こうしたことから、私は、市民とその代表である議会、行政が力を合わせて市民自

治を実現するためのしくみやルールが必要であり、その基本を定める自治基本条例を

つくりたいと考えています。 

そのために、まずは昨年度「市民自治を考える市民会議」にどのような市民参加の

あり方が必要なのか議論をお願いし、今年 5月に提言をいただきました。7月からは

「市民自治を進める市民会議」で札幌のまちにふさわしい自治基本条例の検討が本格

的に進められています。この条例を生きたものとするには、実践の積み重ねが重要で

すので、条例制定に先行して先の提言を踏まえた取り組みを進めていくため、市民自

治推進プランを策定しました。 

市民会議からの提言を真摯に受け止め、全庁一丸となって取り組んでいきます。 

 

平成 16 年(2004 年)12 月 
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1 策定にあたって 

今、札幌市を取り巻く環境は大きな転換期を迎えている。 

急激な少子高齢化や地球環境問題の深刻化など対応すべき課題の増加に加えて、

地方分権の流れや国と地方の財政状況の悪化など、さまざまな要因により、これ

までの行政運営のあり方が根本から問われている。 

今後は、地域のことは地域が決定しその責任を担うことを前提として、市民の

参加と合意に基づくまちづくりを進め、安心して暮らせる豊かな地域社会を築い

ていかなければならない。 

個人でできないことは、市民間の協働で、そこでできないことは市の行政で（さ

らには道、国で）行うこと（補完性の原理）を基調とし、多様な公共的課題を誰

がどのように担うのか、市民自身が選択するしくみをつくっていく必要がある。 

そのためには、市民と情報を共有し、市政への参加を進めるとともに、その意

見を反映する仕組みが不可欠である。同時に、多くの市民が身近な地域やさまざ

まな公共的課題に関心を持ち、考え、行動すること、そして、そうした活動の中

で豊かな人のつながりがつくられていくことが非常に重要となる。 

このような「市民自治が息づくまちづくり」をめざし、札幌市では、自治のし

くみやルールを定める自治基本条例の検討を進めている。その出発点として本年 5

月に市民委員で構成する「市民自治を考える市民会議」から提言1を受け、7 月末

には「市民自治を進める市民会議」4（「自治のルール、みんなでつくろう！」委員

会）による本格的な条例の検討に着手した。今後、市民の代表である議会ととも

に、札幌のまちをよりよいものとしていくしくみをつくるにあたって、まずは行

政として、「提言」の内容を踏まえ、具体的な取り組みを実行していくため本プラ

ンを策定する。 

 

 

 

                                                 
1 提言・・・以下本プランの中で特に断わりがない場合は、「市民自治を考える市民会議」から受けた

「私たちの提言 札幌の市民参加はこうしよう!」をいう。この提言は、平成 16 年(2004 年)5 月 27
日に市長へ手交された。53 ページに概要を掲載。 
(参考: http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/shiminkaigi/teigen/teigen.html) 

「市民自治」の基本理念について 

「市民自治」の基本的な考え方やその範囲は、自治基本条例制定に向けた市民議

論の中で整理されるべきものであるが、このプランでは、市民意思による市政運営

（市民と行政の関係）、および市民の自発的な活動や合意形成の取り組み（市民相互

の関係）を取り扱う範囲としている。 
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2 プランの位置づけ 

本プランは、平成 15 (2003) 年 7 月に公表した施政方針「さっぽろ元気ビジョ

ン」2を実現するための「さっぽろ元気プラン」を構成する 3つのプランのひとつ

であり、計画期間は平成 16(2004)年度から平成 18(2006)年度までとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりプランは、今後のまちづくりの考え方や重点的に進めるべき施策、事業な

どを定めるものであり、計画期間における本市の行財政運営の基本となり、予算編成の

指針となるものである。 

 市役所改革プランは、市民との信頼関係における危機感、財政的な危機感、市民自治

の重要性を背景に、市役所がどのように変わるかを明確にし、それを実現していく取り

組みをまとめたものである。 

3 策定方法 

次に掲げるプランの基本目標に関係の深い部局による庁内会議で検討を進め、イ

ントラネット3などにより庁内の情報共有を図った。 

また、14 人の市民からなる「市民自治を進める市民会議」4に検討経過を説明する

とともに、プラン案を公表し、パプリックコメント手続きにより意見をいただいた。

                                                 
2 さっぽろ元気ビジョン・・・市長が、選挙公約を踏まえ、札幌のまちづくりを進めていくうえ
での考え方をまとめた中期的な指針。 
3 イントラネット・・・インターネットの技術を応用した、組織内の情報通信網。 
4 市民自治を進める市民会議・・・市民自治を考える市民会議からの提言を踏まえ、自治基本条例づ
くりに向けた市民議論を広げ、深めることを目的に、平成 16 年（2004 年）7 月に設置された。委員

の総意で決めた通称は「自治のルール みんなでつくろう！」委員会。「みんなでつくろう」には、市

民のみならず、議員の方も、職員もともにつくって行こうとの思いが込められている。 

局区実施 
プラン  

局区実施 
プラン  

局区実施 
プラン  

市役所改革 

のプラン 

まちづくり 

のプラン 

市民自治推進 

のプラン 

施政方針  

さっぽろ元気ビジョン 

＜さっぽろ元気プラン＞ 

実現のため  

のプラン  

市民自治推進プラン  
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4 プランの体系 

このプランでは次の3つの基本目標を定め、さらに個々の施策を実施するうえで、

留意すべき「視点」を設定した。また、計画期間内に重点的に取り組むべき事柄を

「重点課題」として設定した。 

 

【2つの視点と 3つの基本目標】 

●各施策を進めるにあたっての基本的な視点 

(1) すべての人が参加できる環境づくりと多様な主体への配慮 

(2) 市民自治を広げ深める 

 

●基本目標と基本施策 

(1) 情報の共有 （市民自治の前提として） 

ア 行政から市民への情報（伝えたいこと）提供の充実 

イ 市民の市政情報（知りたいこと）入手の充実 

ウ 市民と行政の情報交流、共有の推進 

(2) 市民意見の政策反映 （対話を通じて共に考え、悩む。評価し改善する） 

ア 広聴制度の充実 

イ 計画や事業の各段階における市民意見の把握と反映 

(3) 市民との協働推進 （主体的活動を支援し、共に行動する） 

ア 市民活動の支援 

イ 地域活動の支援 

ウ 市民との協働推進 

 

【重点課題（期間内に重点的に取り組むべき事柄）】 
 

「多様な主体が身近な地域で市民自治を実践できる環境づくりと、地域で合意を

形成しそれを市政運営に反映させるしくみづくりを進める」 
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Ⅱ 各論 
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1 各施策を進めるに当たっての基本的な「視点」 

「市民自治を考える市民会議」からの提言 1 を受けて、本プランの個々の施策を

実施するうえで、留意すべき「視点」を設定した。ユニバユニバーサルデザイン5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

（1）すべての人が参加できる環境づくりと多様な主体への配慮 
 
すべての人が無理なく参加できるよう情報や市民参加機会を提供し、その上で、

多様な主体の個々の特性に応じた適切な配慮を行う必要がある。 

○すべての人が参加できる環境づくりとして、 

・バリアフリー6会場の設定と事前の情報提供 

・開催日時を平日夜間、あるいは休日に設定 

・ホームページへのアクセス向上 

（見やすい色、デザイン、レイアウト、文字の大きさなど） 

・人権に配慮した表現や性別イメージの固定化をさける表現  などが考えられる。 

○多様な主体への配慮とは 

・情報取得に配慮を要する人：子ども、高齢者、障がい者（視覚・聴覚・知的）、外国

人など 

・移動に配慮を要する人：高齢者、障がい者(車椅子利用者)、ベビーカー利用者など 

・参加時間確保に配慮を要する人：子育て家庭、介護をしている家庭など 

・参加時間帯に制約のある人：学生、就労者など 

・権利が侵害されやすい人：子ども、障がい者、外国人、文化的背景の異なる人など 

○特性に応じた配慮として 

情報提供に関しては、 

・年齢に応じたわかりやすい表現、ふりがなを用いる（子ども） 

・点字や拡大写本、音声による情報提供（視覚障がい者） 

                                                 
5 ユニバーサルデザイン・・・高齢者や障がい者を含め、すべての人が利用できるように工夫を重ね
てデザインすること。提言書では、一般的に言及される製品、建物、環境のデザインだけではなく、

市民参加のしくみや制度も含めた概念として用いられている。 
6 バリアフリー・・・社会生活をしていく上で障壁となるものを除去すること。道路、建物、交通手

段など物理的なものだけでなく、社会的、制度的、心理的なものを含めたすべての障壁をなくすこ
とを意味している。 

市民会議からの提言 

 

・ユニバーサルデザイン 5 の視点から、すべての市民が当たり前に参加できる環境を整

備する。 

・（市民の合意形成を図るにあたっては）課題ごとに関係する多様な市民が参加できる

ように地理的、人的範囲を検討する。 

・より多くの市民が市政に参加する「広げる参加」と、合意形成の経験を重ね、行政と

の協働によって市民意見を政策に反映していく「深める参加」の両方の視点から、ま

ちづくりへの参加を進める必要がある。 

市民会議からの提言 
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会議や行事を行う場合は、 

・託児、手話通訳・要約筆記、介助者の準備と事前周知 などが考えられる。 
 

（2）市民自治を広げ深める 
 
ア 市政への参加を広げ深める 

市民参加には施策過程を通じ、「広げる」、「深める」両方の視点が重要である。

広く市民に情報を提供し関心を広げる、課題や論点を掘り下げ原案を作成する、

原案を基に広く市民議論を喚起するなど、広げること、深めること、両方を適切

に組み合わせて、市民参加のデザイン(P28 参照)を行う必要がある。 

また、直接の当事者のほか、その事案により影響を受ける人や興味を持つ人な

どさまざまな市民を想定し、できる限り幅広い参加機会を設け、そこで出た意見

などを互いに共有し、まとめ上げていくことが重要である。 

 

市政参加を「広げる」「深める」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 市民主体の活動を広げ深める 

公共的課題に取り組む市民主体の

活動においても、広げる、深める両方

の視点が重要である。 

広げる視点として、活動を行う主体

を広げる取り組みを進める必要があ

り、また、深める視点として、市民の

力を活かして行政と連携・協働し、課

題に取り組むための環境づくりが重

要である。 
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る

②「深める参加」 
・合意形成能力の向上 
・多様な協働と政策の提案 
・市民意見反映のしくみの 
拡充 

①「広げる参加」 
・情報の共有と発信 
・身近な参加の促進 
・多面的な交流支援 

市民参加の基本的なあり方 

「提言書」より 
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2 基本目標と基本施策 

(1)  情報の共有  (市民自治の前提として) 
 

 現状と課題  

市民主体のまちづくりを進めるためには、本市が保有する情報を市民が同様に持

ち、活用できることが重要である。 

市民への情報提供については、義務的なものと任意的なものがある。義務的なも

のとしては「情報公開条例」に基づく公文書公開制度と、法令等の規定により義務

付けられている条例・規則の公布、財政状況・給与実態の公表などがある。 

任意的情報提供については、本市の情報公開条例において、「政策形成過程にあ

る情報について、積極的に市民に対して提供し、又は公表するよう配慮する」こと

としているが、今後は、市民自治を進めるための前提として、本市が保有する情報

は市民のものであることを再認識し、市民との情報共有を進め、対等・協力の関係

を構築していく必要がある。 
 
・行政から市民への情報提供 

（情報内容と発信時期） 

情報は内容により、おおむね「事業・制度の周知を目的とするもの」、「意見・

参加の募集に関するもの」、「現状・課題を示し、市民議論を喚起するもの（問

題提起情報）」に分けて考えることができる。 

発信時期で考えると、「事業の計画段階のもの」、「実施が決定したもの、すで

に実施しているもの」、「事業実施後の評価」に分けて考えることができる。 

実施後の評価については平成 11（1999）年度より全庁的に事務事業評価を導

入し、その情報を公表しているが、「膨大な資料を見ても、市民生活とどう関係

があるかわからない。個々の事業でなく市政を体系的に見た政策・施策レベル

の評価が実施されていない（市民参加型行政評価のあり方検討委員会提言 34）」

との指摘があることから、市民への分かりやすさに配慮し、制度を見直すこと

が求められている。 

市民会議提言 1においては、「すでに決定された事柄の情報が多い」、「政策課

題の情報がうまく伝達されていない」ことが指摘されている。 

本市では、昨年から、広報誌で「問題提起情報」を発信するよう努めている

が、今後さらに、本市が抱える課題などを積極的に発信していく必要がある。 
 

（情報提供媒体） 

本市の情報提供媒体については、次のようなものがある。「広報さっぽろ」や

「ホームページ」、「テレビ・ラジオなどを利用した広報」、「マスコミへの情報

提供」、このほかイベントの実施に際しての「ポスター・パンフレット配布」、

さらに「懇談会」や「町内会の回覧板」を利用する場合もある。 
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市民会議提言 1では、「情報の伝達ルートと媒体が限定的で一方通行型が多い」

との指摘がある。 
 

情報提供媒体ごとの特徴は、 

・「広報さっぽろ」は、認知度も高く、市内全世帯に配布しており、また、紙

媒体として手軽に情報収集ができ、より詳しい情報を入手する際のインデ

ックス（索引）としての機能も果たしている。しかし、月一回の発行であ

り、発行の 1カ月前に内容を決める必要があるため適時性に限界がある。 

・「ホームページ」は、開かれた媒体で情報提供の即時性に優れ、利用時間の

制約はない。情報量も多く、地図や各種統計表など図示データの掲載が容

易である。しかし、市民全体のインターネット利用率は43.1%（平成15〔2003〕

年度第 1回市民アンケート結果）であり、まだ普及途上にある。 

・「テレビ等を利用した広報」は、市内及び道内を対象エリアとし、生活に身

近な媒体として、情報をわかりやすく伝えることができるが、情報伝達が

一過性であり、放送時間帯の関係から視聴者が限定される。 

・「マスコミへの情報提供」は、ほとんどコストをかけずに広く市民に伝える

ことができ、情報の即時性に優れているが、取り上げるかどうかの判断は

報道機関に委ねられており、ニュース性のある情報以外は取り上げられな

い傾向にある。 

・「ポスター・パンフレット」は、広く用いられている媒体であるが、視覚的

効果や興味を引く表現など制作上の工夫に加えて、配置場所、配布方法、

他の媒体との相乗効果等を検討し、より効果の高い情報伝達手法を開発し

ていくことが求められる。 
 

広報さっぽろについては、市民アンケートの結果や広報誌に寄せられた感想

を踏まえて、随時、内容や表現の改善に努めているが、広報誌の読者モニター

（平成 14 (2002)年度開始）を、平成 16(2004)年度からは広報モニター制度7と

し、テレビなどの広報番組や市ホームページも対象に加えている。 

こうしたしくみも活用しながら、それぞれの媒体の特徴を生かし、わかりや

すい内容で効果的な情報提供を行う必要がある。 

 

・市民の市政情報入手手段 

市政に関する基礎的な情報入手の窓口として市政刊行物コーナー8や各図書

館に各種資料を備え閲覧できるようにしているが、多くの市民が利用できる情

報入手手段としては、広報さっぽろやコールセンター9、ホームページが中心的

                                                 
7 広報モニター制度・・・札幌市の広報活動に対する市民の声を取り入れる制度。平成 16 年度からは、

広報さっぽろの他、テレビ・ラジオの広報番組、ホームページも対象となっている。 
8 市政刊行物コーナー・・・札幌市政に関する資料を閲覧・購入することができる場所。札幌市役所
本庁舎 2 階。 

9 コールセンター・・・正式名称「札幌市コールセンター ちょっとおしえてコール」。札幌市の様々

な制度や手続きの問い合わせなどくらしのちょっとした質問に、電話や FAX、E メールで答える市政
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な役割を果たしている。 

このほか、区役所や公共施設では、窓口にポスター・パンフレットを配置し

たり、市のホームページにアクセスできる環境整備を進めている。また、希望

者に対しメールマガジン10の発行を行っているケースもみられる。 

全庁的な広聴制度においては市民の問い合わせの傾向を集約しており、コー

ルセンター9でも問い合わせ内容を蓄積して、よくある質問をホームページで検

索できるようにしている。これらにより把握した市政情報に対する市民ニーズ

の傾向も活用し、市民が情報を容易に入手できるしくみを充実することが重要

である。 
 
・市民と行政の情報交流・共有 

(ｱ) 市民と行政の情報交流 

市民との情報交流については、従来の地区懇談会に加えて、平成 15 (2003)

年から情報提供と対話の一環として、職員が出向き市民に対して市の事業など

を説明する「出前講座」や、市長が直接市民と語り合うタウントークなどを行

っている。インターネットを活用した双方向コミュニケーションの手段として

電子会議室11が用いられた例があるが、運用の難しさなどから広く普及するに

至っていない。 

今後、市民と行政がまちづくりに関する共通の目標を持ち、協働し地域課題

に取り組んでいくためには、これまで以上に意見交換や情報交流を行っていく

必要がある。 
 

(ｲ) 市民間の情報共有 

市民による情報発信は、コミュニティ放送局12やホームページなどを利用し

て増えてきている。 

地域の現状・課題を話し合うための情報や場の充実に向けて、本市では、ま

ちづくりセンター13を地域のまちづくり活動の拠点として位置づけ、情報交流

                                                                                                                                                         
総合案内センター。平成 15 年(2003 年)開設。受付時間は 8：00～21：00 で年中無休。電話：011-222-4894 

FAX：011-221-4894 Eメール：info4894@city.sapporo.jp  
10 メールマガジン・・・電子メールを使った情報配信サービス。簡単に多数の読者に配信でき、即時

性に優れているなどの特徴をもつ。 
11 電子会議室・・・テーマに関心のある者が参加し、一定期間、意見を交流させることができる、イ

ンターネット上の会議室。 
12 コミュニティ放送局・・・平成 4年(1992年)に制度化された、市町村に開設する FM ラジオ局。こ

れまでのラジオ局は、都道府県という大きなエリアの放送局であったが、市や町を範囲とすること

から地域に密着した情報を提供することができる。 
13 まちづくりセンター・・・平成 16年(2004年)4月 1 日から、地域のまちづくりに意欲を持つ多様な

市民と市の職員が集い、地域の課題を共有し相談し合える場を目指し、市内 85 ヶ所の連絡所と 2 ヶ

所の出張所をまちづくりセンターへと施設名称を変更した。 
住民組織の振興、福祉活動の支援等の従来の業務に、住民組織等のネットワーク化支援、地区の

まちづくりに関する施策等の企画及び推進に係る調整、地域情報の交流及び市政情報の提供等の業

務を付加して取り組んでいる。 
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スペース14の整備を段階的に進めている。 

また、市街地整備や商店街振興の取り組みをきっかけに、住民交流の拠点の

運営を支援している事例もある。 

各区のホームページでは区民掲示板や地域団体の紹介コーナーを設け情報

交流の支援を行っているところもみられる。 

このほか、市民情報センター15では市民活動団体との連携により IT16講習や市

民の情報受発信を支援するホームページ「Ｗｅｂシティさっぽろ17」の運営も

行っている。 

今後は、市民がそれぞれに保有する情報を地域内、市民間で共有するため、

身近な情報交流の場や機会を拡充していく必要がある。 
 

(ｳ) 行政内の情報共有 

現在、さっぽろウェブシステム18（職員電子会議室 11 や業務サポートなど）

や電子キャビネット19などの媒体により、庁内の各組織が保有する情報の共有

化を進めている。 

また、予算など事業執行の根幹となる情報が迅速に共有できるしくみも検討

中である。 

市民の生活感覚からの発想や疑問は、行政の組織に対応しているとは限らな

いことから、今後、地域のまちづくりを一層進めるには、身近な区役所やまち

づくりセンター13において必要な情報が容易に入手できるよう、行政組織の縦

割にとらわれない情報共有や地域に着目した情報整理が必要である。 

                                                 
14 情報交流スペース・・・住民が地域の情報や行政情報を入手したり、簡単な打ち合わせなどができ

るように、まちづくりセンターに設置されたスペース。インターネットに接続しているパソコン、
掲示板、椅子やテーブルなどがある。 

15 市民情報センター・・・インターネットに接続されたパソコンを使って、さまざまな情報を集めた

り、ＩＴの便利さを実感したり、自ら情報を発信するために役立つ講座やイベント作りに参加でき
るなど、市民が気軽にＩＴに親しみ情報活用能力を身につけることができる施設。札幌市白石区東

札幌 5 条 1 丁目。 
16 IT・・・インフォメーション・テクノロジー(Information Technology)の略。情報技術。 
17 Web シティさっぽろ・・・市民と行政が協働して地域のサイトを作っていこうという理念の下に、

札幌市の地域情報を発信しているインターネットサイト（http://web.city.sapporo.jp/） 
18 さっぽろウェブシステム・・・札幌市職員が情報共有することを目的としたイントラネット 3 上の

ホームページ。 
19 電子キャビネット・・・札幌市役所の職員間で文書などを保管し共有するために利用する、イント

ラネット 3を利用した情報共有手段。 
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基本目標と基本施策 
 
◆基本目標 

市政全般や地域のまちづくりに市民が関心を持ち、主体的に参加し行動するため

必要となる正確な情報を共有し、市民と行政の信頼関係を深める。 

◆基本施策 

ア 行政から市民への情報（伝えたいこと）提供の充実 

イ  市民の市政情報（知りたいこと）入手の充実  

ウ 市民と行政の情報交流、共有の推進 

 

ア 行政から市民への情報（伝えたいこと）提供の充実 

～知らせたいことが確実に伝わるように～ 

政策の立案から実施・評価に至る過程を通じ、効果的な媒体を用いて正確な内

容で積極的にわかりやすい情報提供を行う。 

 

 

【具体的な取組】 

●すべての人にわかりやすい内容で情報発信 

・公文書や市民向け広報の表現を、よりわかりやすく親しみやすいものとする

ため、外来語などのカタカナ言葉及び略語の使用について、他の言葉への置

き換えや注釈を付すなどの対応を徹底する。 

（【新規】各局区 16 年度実施、継続）20 

・発信した情報が理解されたかどうか、イベントなど開催後に、周知方法に関

するアンケート調査やヒアリングなどを行い、参加者・利用者の視点から内

容や手法を改善する。       （【レベルアップ】各局区 16 年度実施、継続） 

 

 

                                                 
20 新規、継続、レベルアップの別、実施年度、主担当局 
(  )書きで、その取組に関係する局を表記するとともに、プラン期間内のどの時期に着手するか、目

標時期などを整理している。 

【  】書きは、平成 16年(2004年)度当初を基準としており、 
【新規】は、16年度に新たに取組むもの 

【継続】は、16年以前から取組んでいるもので、今後も継続した取組みを行っていくもの 

【レベルアップ】は、16年度以前から取組んでいるもので、今後、レベルアップを図るもの 
 

視点を踏まえて 

・すべての人にわかりやすい内容で、容易に利用できる媒体を用い情報提供を行う 

・情報の受け手の特性に配慮した情報提供を行う 

・広く薄く知らせるべき情報、狭くても深く知らせるべき情報など、内容に応じ、適切

なタイミングで情報提供を行う 
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●対象者の特性などに配慮した情報発信 

・情報提供について、情報の受け手の状況（対象者の特性や地域）に応じて、

理解しやすいよう表現、文字の大きさ、媒体などを工夫するとともに、情報

の提供場所についても、身近な場所で情報に触れることができるよう広報の

あり方を検討する。 

（【新規】関係局区、市民局 16 年度検討 17 年度実施、継続） 

・これらの事例を蓄積し、庁内で共有する。 

（同上） 
 

知らせたい対象者とは、その情報内容の直接の当事者のほか、

影響を受ける人、関心のある人などであり、それぞれの特性に応

じた配慮が必要となる。 

児童、高齢者（年齢に応じた配慮）： 

わかりやすい表現、図や表を用いる、文字を大きく 

障がいのある人：点字や拡大写本、音声による情報提供 
 

●施策評価21の導入と公表 

・行政内部の評価に加えて、外部評価を新たに導入し、事業を目的ごとにまと

めた施策単位での評価を市民にわかりやすく公表する。 

               （【新規】市役所改革推進室 各局区 17 年度実施、継続） 

・施策評価の導入により課題を整理し、積極的に問題提起情報を市民に発信す

る。     （【レベルアップ】各局区 16 年度検討 17 年度実施、継続） 

 

●市政参加に関する情報提供の充実 

附属機関など22の委員募集や会議、イベントの開催、意見募集など市民参加

の機会に関する情報を整理・集約し、ホームページなどでわかりやすく提供す

る。 

（【レベルアップ】総務局 16 年度検討、17 年度実施、継続） 

●広報さっぽろの充実 

・広く市民に伝える情報提供媒体である広報さっぽろについて、「広報モニタ

ー制度 7」など既存の制度を有効に活用し、市民の視点でわかりやすく、内容

を充実する。       （【レベルアップ】総務局 16 年度実施、継続） 

・問題提起型の特集により市政課題を積極的に公表する。 

（同上） 

 

                                                 
21 施策評価・・・行政の取り組みは政策-施策-事務事業に体系化され、施策は政策目的実現のための

具体的な方策や対策となるもので、その達成度を評価するのが施策評価。 
22 附属機関等・・・附属機関とは、専門家や市民の意見を政策に反映させるために設けられた、審査・

諮問・調査・計画策定・連絡調整等を目的とした機関であり、地方自治法の規定により、法律又は
条例に基づいて設置されたものである。札幌市では、これに類する合議体として類似機関がある。 
適正な附属機関等の設置や委員選任などのために「札幌市附属機関等の設置及び運営に関する要綱」

を定めている  

市民会議からのヒント! 

印刷物の配布では、人が集まる商

業施設や郵便局などの公共施設と

の連携を検討する 
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●ホームページの充実 

・ホームページの作成にあたっては、誰にも分かりやすく利用しやすいホーム

ページを目指し定めている「札幌市公式ホームページガイドライン23」を遵

守する。             （【継続】各局区 16 年度実施、継続） 

・「広報モニター制度 7」などを通じて寄せられた市民の意見をふまえ、市民の

視点でよりわかりやすく、内容を充実する。  

（【レベルアップ】総務局 16 年度実施、継続） 

                                                 
23 札幌市公式ホームページガイドライン・・・札幌市が設置、運営する公式ホームページにおける各

ページの統一性・一貫性を高め、利用者満足度を向上させるため平成16年(2004年)1月に定めた指針。 
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イ 市民の市政情報（知りたいこと）入手の充実 

～知りたい情報が容易に得られるように～ 

市民が必要な情報を容易に入手することができるよう情報内容を整理すると

ともに、利便性の向上など入手手段の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取組】 

●市民が知りたい情報の提供 

・広聴制度やコールセンター9 に寄せられる市民の声を集積し、市民が知りた

い情報を把握して、わかりやすく提供する（よくある質問検索サービスの充

実）。 

（【レベルアップ】各局区、総務局、企画調整局 16 年度実施、継続） 

・市民参加やまちづくりなどに関する情報を求める市民に対して、登録制によ

りホームページ更新情報をお知らせしたり、ニュースレター24やメールマガ

ジン 10を活用することにより、よりくわしい情報を提供する。 

（【レベルアップ】関係局区 16 年度実施、継続） 

●市民活動に関する情報の提供 

市民の主体的なまちづくり活動などに関する情報を集約し、わかりやすくま

とめてホームページなどで提供する（リンク集の作成）。 

（【レベルアップ】市民局 16 年度実施、継続） 

●地域のまちづくり情報の提供 

・各局の情報のうち、地域のまちづくりに関する情報を、区やまちづくりセン

ター13で活用できるよう整備する。 

（【レベルアップ】各局区 16 年度実施、継続） 

・まちづくりセンター13 に情報交流スペース 14を段階的に整備し、地域のまち

づくり活動や合意形成に役立つ情報を集約・整理し、提供する。 

（【レベルアップ】各区 16 年度実施、継続） 

●コールセンター9、ホームページを積極的に活用した情報提供 

コールセンター9やホームページは、利用時間の制約や情報保有の縦割りを解

消する有効な媒体であることから、全庁的に積極的に活用し、情報提供内容を

充実していく。 （【レベルアップ】各局区、企画調整局 16 年度実施、継続） 

                                                 
24 ニュースレター・・・広く情報を提供するために定期的に発行される印刷物。公共施設などで配布

するほか希望者に郵送する場合もある。 
 

視点を踏まえて 

・知りたいときに誰もが利用できる媒体で情報を整理する。 

・情報を入手したい人の特性に配慮した表現や媒体などを用いる。 

・誰もが知りたい情報のほか、よりくわしく知りたい人などを考慮し情報を整理する。 
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ウ  市民と行政の情報交流・共有の推進 

市民と行政間の情報交流、市民間、行政内の情報共有を進める。 

 

【具体的な取組】 

(ｱ)  市民と行政の情報交流（双方向コミュニケーション）の促進 

これまで以上に市民と積極的に意見交換や情報交流を行う機会を拡充する。 

●出前講座の充実 

出前講座を引き続き実施するとともに、寄せられた意見や提言を、実施手

法の改善や事業の見直しに活用する。 

（【レベルアップ】各局区、総務局 16 年度実施、継続） 

●タウントークなどの充実 

タウントークなど市長による地域との交流を引き続き実施するとともに、

各局と区の連携のもと、区の特性を活かしたテーマ・内容の設定や実施後の

アンケート調査結果を活用した手法改善などにより、一層の充実を図る。 

（【レベルアップ】各局区、総務局 16 年度実施、継続） 

●市民との連携による情報交流の推進 

市民会議委員などとの連携により、市政に関する情報発信や市民との意見

交換を行う場を設ける。             （【新規】市民局 16 年度実施、継続） 

 

●市民と市職員がともに学ぶ研修の実施【再掲・（3）市民との協働推進・P32】 

市民と職員がともに、まちづくりなどについて学ぶ研修を実施する。 

（【新規】総務局 16 年度実施） 

●電子会議室 11の活用【再掲・P17】 

電子会議室 11 を市民と市職員の間の情報交流の場として積極的に活用する。 

（【継続】各局区 16 年度実施、継続） 

 

(ｲ)  市民間の情報共有の支援 

市民間で地域の課題や問題を話し合うための前提となる、市民の情報共有や交

流の場の充実を図る。 

 

●市政に対する市民意見の集約と公開 

市民から広聴制度やコールセンター9 を通じて市に寄せられた意見を集

約・分析し、その状況や改善結果などを広く公開する。 

（【新規】総務局、企画調整局 16 年度実施、継続） 

●地域内情報交流の場の提供 

・地域の課題や問題を話し合うために、まちづくりセンター13 を情報交流・

情報共有の場として提供するとともに、地域内のさまざまな団体が連携し

て問題解決する場としてのまちづくり協議会 39の活動を支援する。 

（【レベルアップ】市民局、各区 16 年度実施、継続） 
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・地域のホームページの立ち上げ支援や区民掲示版の運営などにより、市民

の情報交流を促進する。     （【レベルアップ】各区 16 年度実施、継続） 

 

●電子会議室 11の活用 

電子会議室 11を市民間の情報交流の場として提供する。 

（【継続】企画調整局 16 年度実施、継続） 

●市民の情報発信支援 

・市民情報センター15が発信する「Web シティさっぽろ 17」で、ＮＰＯ25やボ

ランティアによる市民の知恵や経験を活かした情報サイトの基盤整備や、

運営支援を行う。   (【レベルアップ】企画調整局 16 年度実施、継続） 

・札幌広域圏組合26が市民活動団体を対象に行うホームページの開設・運営

サービス（通称「コミュサポ」）を、周知し支援する。 

（【新規】企画調整局、市民局 16 年度実施、継続） 

●市民の情報発信力を高める支援 

「IT を使って情報を使いこなす力」を市民一人一人が身につけられるよう

に、「さっぽろ IT 市民塾」27や「さっぽろ市民カレッジ」28など IT リテラシー

（情報活用力）を習得できる場を周知する。 

（【レベルアップ】企画調整局、教育委員会、16 年度実施、継続） 

 

(ｳ)  行政内の情報共有の推進 

市民を主体としたまちづくりを進める前提として、組織枠にとらわれない情

報の共有と活用を図る。特に各局と区役所との情報共有を進める。 

 

●市民参加型イベント、市民参加型会議運営などに関する情報共有 

より効率的・効果的な市民参加機会を設けるため、市民参加型イベントや

会議運営に関するノウハウなどの蓄積を図り、共有する。 

（【新規】市民局 16 年度実施、継続） 

 
                                                 
25 NPO・・・ノンプロフィット・オーガナイゼーション（Non-Profit Organization）の略。民間の非

営利組織のことをいう幅広い概念。一般的には、継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目

的としない団体の総称として使われている。平成 10 年(1998年)に制定された特定非営利活動促進法

により、簡便に法人格を取得できるようになった。 
26 札幌広域圏組合・・・石狩支庁管内の 10 市町村（札幌市・江別市・恵庭市・北広島市・千歳市・石

狩市・当別町・新篠津村・厚田村・浜益村）が、圏域の総合的な計画の策定とこれに基づく施策の

推進を目的に、平成 9 年（1997 年）2 月に設立した複合的一部事務組合。構成する市町村が基金を
造成し、その運用益によって共同のソフト事業を実施している。同組合は、共同の事業を通じて市

町村間の交流と連携を深め、圏域全体の振興を図るとともに、市町村間のさまざまな課題解決の契

機の場になることが期待されている。 
27 さっぽろIT 市民塾・・・コンピューターを使って表現することの楽しさなどをわかりやすく学ぶこ

とができる講座。市民情報センターのワークショップルーム、インターネット上で行われる。会員
登録の上、事前申し込みが必要。 

28 さっぽろ市民カレッジ・・・市民の多様な学習ニーズに対応するため、総合的かつ継続的な学習機
会の提供を行っている。西区宮の沢 1 条 1 丁目札幌市生涯学習センターで実施。 
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●人材情報の共有 

市民、職員の知識、得意とする能力をまちづくりなどに活用するため、人

材情報を共有する。 

・職員に関しては、庁内能力バンク29の登録情報や研修受講の成果を積極的

に活用する。                    (【継続】各局区 16 年度実施、継続) 

・市民に関しては、区やまちづくりセンター13 において、地域の人材情報を

把握し共有する。    （【レベルアップ】各局区 16 年度実施、継続） 

 

●地域のまちづくり情報の提供【再掲・イ 市民の市政情報入手の充実・P15】 

・各局の情報のうち、地域のまちづくりに関する情報を、区やまちづくりセ

ンター13で活用できるよう整備する。 

（【レベルアップ】各局区 16 年度実施、継続） 

・まちづくりセンター13 に情報交流スペース 14 を段階的に整備し、地域のま

ちづくり活動や合意形成に活用するための情報を集約・整理し、提供する。 

（【レベルアップ】各区 16 年度実施、継続） 

 

●各局と各区のまちづくり情報の共有 

各局が区に関係する事業を展開する場合には、予算要求の際に当該区の意

見を聞くなど情報交換・情報共有を徹底する。 

（【レベルアップ】各局区、市民局 16 年度検討、17 年度実施、継続） 

●庁内の情報利活用確認 

さっぽろウェブシステム 18 に提供している情報内容が有益であったか職員

間で確認し、継続的に改善していく。     

（【新規】市民局 16 年度実施、継続） 

 

                                                 
29 庁内能力バンク・・・札幌市役所のイントラネット 3内で利用者一人ひとりがこれまでの業務経験
や研究分野、地域活動歴などの情報を登録し、ホームページ形式で閲覧・検索できるシステム。 
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(2) 市民意見の政策反映 (対話を通して共に考え、悩む。評価し改善する) 

 
 現状と課題  

市政への市民参画を進めるためには、広く市民意見を把握し、分析を行い、反映

させるしくみをつくる必要がある。 

市民意見の把握については、広聴制度のほか、各局区が実施するアンケート、意

見募集、ワークショップ、会議での市民委員からの意見聴取などさまざまな手法が

ある。これらの制度・手法の特性を踏まえ、計画や事業の立案から実施、評価の各

段階で、市民意見を把握し、市民間の合意形成を図り、的確に反映させることが重

要である。 

 

・広聴制度 

本市の広聴制度は、市民の声を聞く課、各区広聴係を窓口とした全庁的なもの

と各局が直接行うものとに大きく分けることができ、さらに全庁的なしくみは、

個別広聴、集団広聴、調査広聴に分けられる。 

個別広聴は、「来訪･面接」、「電話」によるものが全体の 9割以上を占めており、

その内容は、問い合わせがほとんどである。 

広聴担当部門に入った市民の声は、すべてについて「市政相談処理票」を作成

し、関係各部の広報広聴主任（各部長）に送付しているが、事業への反映などは

各部ごとの判断に委ねられている状況である。 

寄せられた市民意見はデータベース化（「声」の集約システム）するとともに、

各月ごとに各局別の件数をまとめて庁内会議で報告し、年報「市民の声」を作成

している。 

各部においてこれらのデータは参考としているが、事業などへ反映されるしく

みが十分とはいえず、また、市民はどのような声が寄せられているかなどをくわ

しく知ることができない。 

本市では平成 15(2003)年にコールセンター9 を設置し、簡易な問い合わせに対

応しながらデータの蓄積を行っており、より効率的に市民意見を把握するために

当該センターをさらに活用していく必要がある。 

 

集団広聴に関しては、各区において地区懇談会を実施するほか、平成 15 年(2003

年)から市長が直接市民と語り合う｢タウントーク｣などを開催し、出された意見や

それに対する考え方を「広報さっぽろ」やホームページに掲載している。 

集団広聴は、行政が多くの人に対して、知らせたいことを伝え、市民の反応を

直接感じ取ることができる機会であり、また、市民間においても他の人の考えを

知り、共感・共鳴し交流しあうきっかけになることが期待される。このため、参

加していない市民のために、事後にその状況を知らせていくことが必要である。 
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調査広聴に関しては、｢市政世論調査30｣、「市民アンケート31（旧市政モニター調

査）」、「ネットアンケート32」を実施し、調査結果をホームページなどで公開する

とともに、各部局が事業を進める上での参考としている。 

当該調査をより的確に市政に反映していくため、他の市民参加手法との役割分

担や位置づけを整理するとともに、事業への反映状況などを市民に対して説明す

る必要がある。 
 

各局においても全庁的なしくみとほぼ同様に、個別・集団・調査による広聴を

行っており、局ごとの取り組みと全庁的なしくみを整理し、計画や事業に効果的

に反映させていく必要がある。 
 
・計画や事業の各段階における市民意見の把握 

各局区においてはさまざまな手法によ

り市民意見の把握とその反映に努めてお

り、本市では主として次のような手法が用

いられている。 
 
<情報収集> 

a  アンケート調査 

無作為抽出や年齢、居住地などの属性

で対象者を設定して調査を行い、全体の

傾向などを把握するのに用いられる。広

く市民を対象とするアンケート調査は例

年 30 件程度実施している。 
 
<問題提起・議論喚起> 

b 電子会議室 11 

テーマに関心のある人が参加し、インターネット上で一定期間、意見を交流

させる。参加時間帯の制約がないため、市民それぞれの生活に合わせた交流が

可能であり、日中勤務している人や若者の参加、また、身体の不自由な人など

移動に制約がある人の参加も期待できる。情報共有の効果はあるが、参加のル

ールが確立されなければ混乱して建設的な議論には結びつかない場合もある。 

本市では平成 11(1999)年に実証実験を行っているが、現在はほとんど使われ

ていない。 
                                                 
30 市政世論調査・・・年 1 回、20 歳以上の市民男女 1500 人を抽出して行うアンケート調査。札幌の

まちへの愛着度や定住意識など経年的に把握する項目のほか、その年ごとにテーマを設定して行って

いる。 
31 市民アンケート・・・各種施策や事業についての周知度や要望を把握して、施策推進の参考とする

ことを目的に１回あたり１万人、年間で２万人の市民に協力を依頼。「市政モニター調査」を平成 13
年(2001年)度に「市民アンケート」と名称変更。 
32 ネットアンケート・・・インターネット上で、一定のテーマを設定して意見をいただき、寄せられ

た意見を公表している。 

計画 実行
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行政の
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c フォーラム・シンポジウム 

テーマに関心のある市民に参加を呼びかけ、専門家などを交えて、問題・課

題、目指すべき方向性などの情報を共有し、市民理解を広める目的で開催され

る。最近は、参加者との意見交流の場を設ける事例も増えている。 

 

<計画・立案> 

d  ワークショップ 

参加者が主体的に議論をしたり体験をしながら、問題を解決したり考えてい

く場で、地域の公園づくりなど建設系の事業で主に用いられてきたが、最近は

しくみづくりなどソフト系事業でもこの手法が使われる。多くの場合、テーマ

に関心のある人が参加し、一定の人数でグループをつくりその中で議論を行い

合意形成することを目的とする。本市では、平成 15 (2003)年に、2 日間で約

700 人が参加した大規模ワークショップも実施している。 

e  附属機関等 22の設置と公募制の導入 

専門家や市民の意見を反映させるため設けら

れているもので、法令上必置とされているもの、

条例・要綱などにより設置されているものなど、

本市では 121（平成 16〔2004〕年 9月 1日現在）

設置している。このうち、公募を取り入れている

機関は、13 機関である。 

f  パブリックコメント33 

条例や計画などの一定の政策策定に際し、広く意見を募集し、寄せられた意

見などを考慮し政策決定するもので、その意見に対する市の考え方などをあわ

せて公表する。計画策定などで一部行われていたが、平成 16 (2004)年度から

要綱を定め制度化している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 パブリックコメント・・・条例や計画などの一定の政策の策定に際し、政策の案と資料を公表し、

それに対する意見や情報を広く募集し、寄せられた意見等を考慮して政策を決定するとともに、そ

の意見等に対する考え方等を公表する制度。 
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市民会議提言 1では、「市民も行政（市職員）も多様な市民意見をとりまとめた経

験が少なく、合意形成のための知識や技術を十分に身につけていない」、さらに「区

などの地域で独自に考え、決めることができるような権限が少ない」と指摘されて

いる。それぞれの地域で話し合われ合意形成に至った内容が施策などに反映される

しくみが必要である。 

また「合意形成の対象に、参加すべき市民が含まれていないことがある」とも指

摘されている。市民参加に際して合意形成のための場を設置する場合、対象となる

人は、当事者、関係者、影響を受ける人、専門家、関心のある人、などに分け考え

ることができ、人数が限られる場合その選考においては、公募、指名、推薦の手法

がある。 

政策決定過程に当事者が参加することは不可欠であり、本市では平成 15 (2003)

年から新たな取り組みとして、障がい当事者が障がい者施策に関する意見を取りま

とめる政策提言サポーター制度も実施している。 

また、平成 16 年(2004)年 3 月に市民参加型行政評価のあり方検討委員会からの

提言34なされ、これを受けて、市民意見を反映させ事業改善などにつなげていくし

くみを検討している。 

施策の立案から計画・実施に至る全過程を通じ、どの段階でどのような手法を用

い市民意見を把握するのか、各手法の実践を積み重ね、分析し、効率的・効果的な

しくみを開発し、庁内で共有することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 市民参加型行政評価のあり方検討委員会からの 提言 平成 15（2003）年 10月に設置された同委員会
から、H16(2004)年 4月に市長に手交された提言。行政評価のシステムに情報を分かりやすく発信する
機能を盛込んだ「情報発信型評価」と、評価結果への市民意見の反映を通じて評価活動を行政活動の
改善や新たな政策の創造につなげていくための「意見集約型評価」を提言の柱としている。 
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基本目標と基本施策 
 
◆基本目標 

政策の立案から実施、評価までの過程において、市民意見を幅広く聴き、反映す

るしくみを充実する。 

◆基本施策 

ア 広聴制度の充実 

イ 計画や事業の各段階における市民意見の把握と反映 

 

ア 広聴制度の充実 

広く市民意見を把握し、分析を行い、市政に反映させるしくみをつくるとともに、

その反映・検討状況を広く市民に公開し、本市の現状を共有する。 

 

【具体的な取組】 

●市民提案などの反映・検討状況の公表 

全庁的しくみとして窓口などに寄せられた市民からの提案・意見のうち主な

ものについて、事業への反映や検討状況などを公表する。 

（【新規】各局区、総務局 16 年度実施、継続）20 

●市民ニーズの把握･分析手法の検討 

広聴部門やコールセンター9に限らず、さまざまな窓口や手法で把握した市民

の声を集約するしくみを検討し、市民ニーズの総合的な把握・分析を行い事業

などへ反映する。    （【新規】総務局、企画調整局 16 年度検討、実施） 

 

 

イ 計画や事業の各段階における市民意見の把握と反映 

計画や事業の立案から実施、評価に至る各段階において参加のデザイン(P28 参

照)を意識し、どのようなプロセス（過程）でどのような人を対象とするのか(一定

の人数による検討の場を設ける場合はその対象者からどのような方法で選考する

のか)、どの段階で市民意見を把握し、どう反映させるかなどを考慮した効果的な

取り組みを行うとともに、身近な地域で気軽に参加できる環境を整える。 
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【具体的な取組】 

●地域の意見反映のしくみの検討 

区やまちづくりセンター13 を単位とし、市民に身近な地域で合意形成された

内容について、計画や事業などに反映するしくみを検討する。 

（【レベルアップ】市民局、各区 16、17 年度検討） 

・区が本庁の縦割りにとらわれずに、地域ニーズなどを踏まえたまちづくりを

行うための検討を進める。 

・地域特性や課題などに着目した事業を進める「区のふれあい街づくり事業35」

を、より区の裁量を広げ柔軟な執行が可能となるように見直す。 

・「区の予算要望システム36」について、区から各局への要望を活かした事業展

開ができるよう情報共有を進める。 

・区民協議会の役割や機能についての調査、研究を行う。 

                                                 
35 区のふれあい街づくり事業・・・地域の特性や地域活動・地域の抱える課題などに着目した事業の

推進によって、区の魅力あるまちづくりを進めるとともに、市民参加を促進し地域の活性化を図る
ことを目的としている  

36 区の予算要望システム・・・区が、地域のニーズ等を踏まえて、区としての総合的な観点から特に
重要と考える事項について、関係事業部局に対して予算に関する要望を行うとともに、局区間の実

質的な協議・意見交換の場を設けるシステム。 
 

・政策決定過程をわかりやすく示す 

施策の立案段階から実施までの過程全体を示し、どの段階で市民参加を行うの

か、また、今後どのように進めていくか図などを活用してわかりやすく示す。 

市民会議からのヒント! 

・施策・事業の計画から実施までの過程をわかりやすく示す 

施策・事業の計画から実施までの過程全体を示し、どの段階で市民が参加できるのか、

また、今後どのように進めていくか、図などを活用してわかりやすく示す。 

終着駅 
（ゴール） 

市  民  市  民  市  民  市  民  市  民  

始発駅 
（スタート） 

現在、 
ここです! 

会議参加者を 
公募しました 

討議予定の

内容 

討議予定

の内容 
討議結果 

こんな問題が 
あるんだよ 

費用の問題や理由も分かりや

すく市民に情報提供してね 

政策案に対する 

市民意見を募集中！ 

討議結果 討議結果 

地下鉄の停車駅表示のように政策づくりの過程を伝える 

市民会議からのヒント! 
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●多様な市民参加手法の実践と改善 

・イベントの開催、意見募集など市民参加の機会に関する情報を整理・集約し、

ホームページなどでわかりやすく提供する。【再掲・情報の共有・P13】 

（【レベルアップ】総務局 16 年度検討、17 年度実施、継続） 

・一定のテーマで市民意見を求める場合、より効果的に市民論議を深めるため、

事前の資料配布や勉強会を実施するなどの学習機会を設ける。 

(【レベルアップ】関係局区 16 年度実施、継続) 

・市政全般の学習機会を設け、その成果を活動に結びつけるような手法を検討

する。       （【新規】各局区、市民局 16 年度検討、17 年度実施） 

・市民参加型イベントの実施にあたっては、アンケート調査の実施や振り返り

の場を設けるなどにより、参加者から運営に対する評価を受け改善する。 

          （【レベルアップ】関係局区 16 年度実施、継続） 

・市政への当事者参加の手法として実施する「政策提言サポーター制度」を引

き続き実施する。            （【継続】保健福祉局 16 年度実施、継続） 

・子どもの権利条例制定過程の中で、子ども自身の参加機会を設ける。 

（【新規】子ども未来局 17 年度検討） 

・附属機関等 22の委員を選任する際には、その設置目的、審議内容を勘案した

上で、委員の公募制の導入について検討し、順次その実施に努める。公募し

ない場合は各局において、その理由を説明する。 

（【継続】関係局区、総務局 16 年度実施、継続） 

・関心のある市民が傍聴しやすいよう、会議日程などの事前周知を推進すると

ともに、討議内容や議事録など会議内容を公開する。傍聴受入や、会議内容

などの公開ができない場合は各局において、その理由を説明する。 

（【継続】関係局区、総務局 16 年度実施、継続） 

 

視点を踏まえて 

・市民参加型イベントにおいてすべての人が参加できるような会場を設定するととも

に、主体の特性に応じた配慮を行う。 

・気軽に参加できるように興味を引くわかりやすいテーマ設定により広く市民参加を

募る。 

・合意形成を図るより深い参加の場合は、当事者や関心のある人など関わりに応じて

適切な参加機会が得られるよう配慮する。 
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・ ホームページ上で附属機関についての情報を整理し、会議録などの情報に

アクセスしやすくする。 

(【新規】関係局区、総務局 16 年度検討、17 年度実施） 

・より建設的な議論が可能となるよう市民参加型会議の運営のノウハウを蓄積

し共有する。また、中立的な立場で市民議論を促進するコーディネーター・

ファシリテーター37の民間人材を登録する。 (【新規】市民局 17 年度実施） 

 

●効率的・効果的な合意形成手法の調査研究 

市民会議やワークショップなどの事例を比較し検証するとともに、各手法の

ノウハウを共有する。また、効率的・効果的な実施方法を調査研究し、市民参

加機会を適切に設けるための手引きを作成する。  

（【新規】市民局 17 年度実施） 

 

●市民参加型評価の導入 

行政内部の評価に加えて、外部評価を新たに導入し、市民の視点や財政運営

の視点からの指摘や意見を事業見直しに役立てる。 

（【新規】市役所改革推進室、各局区 17 年度実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 コーディネーター・ファシリテーター・・・議論を効果的に進めるための調整役。また、まちづく

りなどの目的の実現に向けて、人やものを適切に組み合わせ、調整する人。 

市民会議などの委員の選考方法のイメージ

浅
い

↑
　
事
案
と
の
関
わ
り
　
↓
深
い

狭い←　対象者の範囲　→広い

当事者

関係者
・

専門家

関心ある人

市民全体

影響を受け
る人 公　募

団体等へ
の

推薦依頼指　名

公募の選考方法が
キーポイント。
　・応募時のレポート
　・面接
　・グループ討議
などを参考に

　・事務局で選考
　・指名委員が選考
　・応募者同士で選びあう
　などいろいろな方法が試
　されている。

参加構成のバランス
を確保するための有
効な手法

議論に欠かせない
人は、指名でお願
いしたい！

参加機会の公平性、議
論の透明性を確保する
方法。
他都市では「有識者」を
公募する例も！
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(3) 市民との協働推進  (主体的活動を支援し、共に行動する) 

 
 現状と課題  

市民の視点から課題を発見し、主体的に取り組む市民活動は、市民の知恵やエ

ネルギーをまちづくりに活かす市民自治の基盤である。特に、人と人との関わり

が希薄化している都市での生活においては、市民活動を通じて形成される人のつ

ながり（縁）そのものが地域での生活の豊かさや都市のエネルギーを形成してい

く。 

多様化、複雑化するさまざまな課題に対応していくためにも、市民の力や市民

活動の特性を、一層活かして、協働の取り組みを進めることが求められる。 
 
・市民活動 

昨今、環境・福祉などの課題に関心を持つ個人の活動やＮＰＯ25 をはじめとす

る市民活動団体の取り組みが広がりをみせており、行政との連携や協働により事

業を行う事例も増えている。 

本市では平成 13(2001)年に「市民活動に関する指針」を策定するとともに、市

民活動をより多角的に支援するため、市民活動サポートセンター38を設置し、場

や情報の提供などさまざまな支援を行ってきており、登録団体数はここ数年、伸

びている。 

今後、機動性や柔軟性など市民活動の特性を活かした各種課題への取り組みが

一層盛んになるよう、環境を整備していく必要がある。 
 
・地域活動 

各種課題のうち、ゴミ問題（環境）、防犯・防災（安全・安心）など、地域に

密着した取り組みは、近隣に居住しているというつながり（縁）により組織され

る町内会や PTA、商店街などを中心に行われてきており、これらの団体は地域の

まちづくりを担う重要な主体となっている。しかし、町内会加入率の低下(昭和

53〔1978〕年 93.0%→平成 15〔2003〕年 74.9%)や、活動に参加する人の固定化・

高齢化が進んでいることから、町内会活動に対する負担感が大きくなっている地

域もある。 

本市では昭和 47(1972) 年に区制を施行し、その後、区役所における組織体制

の見直しや、区の自主執行事業 (区のふれあい街づくり事業 35) の創設、局への

予算要望システム 36の導入などを行ってきた。また、連絡所・出張所（現・まち

づくりセンター13）を設け、諸証明の発行等とともに地区住民組織の振興などを

行ってきた。平成 16 (2004) 年度からは、まちづくりセンター13を地域の活動拠

点とする取り組みを進めているところである。 

地域の諸課題を解決していくためには、市民が日常生活の中で感じる疑問を身

                                                 
38 札幌市民活動サポートセンター・・・ボランティアや NPO などの非営利、公益的な市民活動を支

援する拠点施設。男女共同参画センター、消費者センター、環境プラザが入っている札幌エルプラ
ザ（札幌市北区北 8 条西 3 丁目）の 2 階にある。平成 15(2003)年 9月開設。 
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近な場で気軽に集まって考えることができる地域拠点が必要であり、コーディネ

ーター37的役割を担うまちづくりセンター13の機能の強化が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市民との協働 

本市の事業実施においては、近年、ＮＰＯ25などの専門性を活かして施設運営や

市民への情報発信を委託したり、企画提案を募って事業を委託する試みも行われ

ている。 

今後、市民の知恵やエネルギーを一層活かす方向で、市民活動との連携を進め

ていくことが求められる。 

市職員においても、各区における庁舎周辺の環境美化活動や、各種行事へのボ

ランティア参加、幹部職員による観光案内ボランティア活動などが行われている。 

今後も市民との連携・協働を進めるため、実践を積み重ねていく必要がある。 

・より有効な市民参加の手法づくり(参加のデザイン)に取り組む 

参加構成のデザイン:どのような人が参加するか検討する 

地域的範囲:町内会の区域、学校区、広域など 

人的範囲:子育て中の家族、高齢者、障がいのある人、勤めに出ている人など 

参加プロセスのデザイン:市民参加をどの段階でどのように行うか検討する 

参加プログラムのデザイン:会議やワークショップなど市民参加の集まりの具体的進め方や運営方

法を企画する（世古一穂氏（特定非営利活動法人 NPO研修・情報センター代表理

事）による） 

道路の沿線地域など 

広域 

小学校区など 

近所 
町内会の区域 

スクールゾーンなど ごみステーション 公園 

地理的範囲 

・より有効な市民参加の手法づくり(参加のデザイン)に取り組む 

参加構成のデザイン:どのような人が参加するか検討する 

地域的範囲:町内会の区域、学校区、広域など 

人的範囲:子育て中の家族、高齢者、障がいのある人、勤めに出ている人など 

参加プロセスのデザイン:市民参加をどの段階でどのように行うか検討する 

参加プログラムのデザイン:会議やワークショップなど市民参加の集まりの具体的進め方や運営方法を

企画する（世古一穂氏（特定非営利活動法人 NPO研修・情報センター代表理事）による） 

市民会議からのヒント! 

勤めに 
出ている人 

仕事を引退 
した人 

小学生 
障がいの
ある人 

中高生・大学生 

事業者 

子育て中の 
家族 

人的範囲 

地域に住む
市職員 

高齢者 

勤めに 
出ている人 
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基本目標と基本施策 
 
◆基本目標 

 公共的課題に取り組む市民活動を広げ、まちづくりを担う主体としての活動をさ

ら発展させるための環境を整える。 

◆基本施策 

ア  市民活動の支援 

イ 地域活動の支援 

ウ  市民との協働推進  

 

ア 市民活動の支援 

各種課題に取り組む市民活動の自主性・自発性を尊重しながら、ともに公共を担

う主体として、その活動を継続・発展させるために必要な支援を行う。 

 

【具体的な取組】 

●拠点施設の運営の充実 

情報や場の提供、人材育成など、市民活動に対する支援を総合的に行う市民

活動サポートセンター38 について、市民活動をしている人などで構成する運営

協議会の意見を尊重し運営する。 

（【レベルアップ】市民局 16 年度実施、継続）20 

・市民活動への参加のきっかけとなるよう、活動相談や講座の実施、ホームペ

ージなどを活用した情報提供を行う。 

・継続的・発展的活動ができるよう、利用できる施設や場、助成金、運営に関

する相談窓口などの情報の提供を充実する。 

・活動に利用できる場を提供する。 

・市民活動を担う人材を育成するため、研修・学習機会を設ける。 

・窓口を設け市民活動全般の相談に対応する。 

 

●運営資金確保の支援 

市民活動団体が事業に必要な融資を受けやすくなるよう、損失補償や低金利

を実現するための金融機関への利子補給を行う。 

（【新規】市民局 16 年度実施、継続） 

●地域の社会資源の調査と活用 

地域において社会貢献のため提供されている場・資材・人材などについて調

査を行い、地域のまちづくりに活用できるよう広く情報提供する。 

（【新規】市民局 16 年度実施） 

●市民活動支援情報の提供の充実 

各局区で市民活動支援を進める際の参考となるよう、支援事例を庁内で共有

する。       （【レベルアップ】各局区、市民局 16 年度実施、継続） 
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イ 地域活動の支援 

市民が日常的に感じる疑問や気づきを、身近な地域で気軽に話し合い、共に地域

のことを考え、主体的に行動するきっかけとなるよう、情報・学習機会・場の提供

などの支援を行う。 

また、地域内に存在する多様な市民や団体、市職員などが集う地域の拠点として

まちづくりセンター13の機能を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取組】 

●まちづくりセンター13の機能強化    

地域のまちづくり活動を活性化するため、まちづくりセンターの機能強化の

方策を検討する。 （【レベルアップ】市民局 各区 16 年度実施、継続） 

○活動のきっかけづくり 

個人が身近な場で気軽に市民活動に参加することができるよう環境を整備

する。 

・まちづくりセンターに誰もが気軽に立ち寄り、活動のきっかけを得ることが

できるよう、開かれた場と活動に必要な情報を提供する。 

・各局で行うイベントについて、気軽に参加できるよう興味を引くようなテー

マを設定し、まちづくりセンターと協力し開催する。 

 

○場の提供 

まちづくりセンターを地域に開かれた交流の場として運営する。 

・情報交流スペース 14を段階的に整備し活用していく。 

・地域のホームページ立ち上げなどによる市民間情報共有を支援する。 

・まちづくり協議会39の立ち上げ支援を行う 

 

○人づくり 

・まちづくりに関する学習機会を拡充する。 

・地域でまちづくり活動を行う人材の情報を把握し共有する。 

・地域のさまざまな団体のネットワーク化支援を行う。 

                                                 
39 まちづくり協議会 おおむねまちづくりセンター13の所管地域を単位とし、市民が主体となって地域
の課題を考え、問題の解決や目標の実現に向けて行動する場。 

視点を踏まえて 

・すべての人が身近な地域で気軽に参加することができる開放的な場をつくり、市民活動へ

の取り組みを広げる。 

・小さな単位（地域）で、さまざまな主体の関係に留意し、市民間での合意形成を図りノウ

ハウを蓄積する。 
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●区の機能強化 

区役所が地域の課題やニーズなどを把握し、迅速に対応するとともに、自主

的にまちづくりの取り組みを展開できるよう、本庁との情報共有や事業連携の

しくみを検討する。   （【レベルアップ】市民局、各区 16、17 年度検討） 

・区が本庁の縦割りにとらわれずに、地域ニーズなどを踏まえたまちづくりを

行うための検討を進める。 

・地域特性や課題などに着目した事業を進める「区のふれあい街づくり事業 35」

を、より区の裁量を広げ柔軟な執行が可能となるように見直す。 

・「区の予算要望システム 36」について、区から各局への要望を活かした事業

展開ができるよう情報共有を進める。 

・区民協議会の役割や機能についての調査、研究を行う。 

 

●職員の人材育成 

地域のまちづくりのコーディネーター37 としての職員の能力を高める研修を

行う。    （【レベルアップ】総務局、各区 16 年度実施、継続） 

 

ウ  市民との協働推進 

各分野の事業において市民との協働の実践を積み重ね、ノウハウを蓄積し情報の

共有化を図ることにより、さまざまな形での協働の取り組みを進める。 

 

【具体的な取組】  

●連携・協働事例の蓄積と情報提供 

協働の取り組みを広めるため、市民活動との連携・協働事例を庁内で情報共

有する。     （【レベルアップ】市民局 16 年度実施、継続） 

 

●企画提案の募集による協働型事業の推進 

市民の創意工夫をまちづくりに活かすため、市民活動団体からの企画提案を

募り、公益性や効果の高い事業を実施する。 

（【継続】市民局 16 年度実施、継続） 

 

●公共施設運営やサービス提供の連携・委託等の調査・研究 

公共施設の運営やサービス提供などについて、市民の知恵やエネルギーを活

かす方策を委託も含めて検討する。   （【新規】各局区 16、17 年度検討） 

 

●市民活動促進条例制定に向けた市民論議 

条例制定に向けて、市民論議を進める。  （【新規】市民局 17 年度実施） 

 

●地域課題解決のための支援 

市民自らが地域課題を考え行動する、まちづくり協議会 39 の立ち上げやその
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後の活動を支援する。併せて、連合町内会等への行政からの依頼事項の見直し

を進め、地域の負担軽減を図る。 

（【レベルアップ】市民局 各区 16 年度検討、実施） 

 

●地域住民と学校の協働推進 

地域住民と学校が協働し、子ども向けプログラムの企画・実施を進める。 

（【継続】教育委員会 平成 16 年度実施、継続） 

 

●市職員の市民活動への参加促進 

職員も地域の一員として積極的に地域活動やボランティア活動に参加し、市

民と共に汗を流す運動を全庁的に展開する。 

・本庁舎周辺においても環境美化など職員によるボランティア活動を展開する。 

（【新規】関係局 16 年度実施） 

・市民ボランティアを募って市が実施する事業への職員の参加を促すため、情

報共有のしくみをつくる。  （【新規】市民局 16 年度検討、17 年度実施） 

・職員の市民活動への参加を促進するため、研修を実施する。 

（【新規】市民局 16 年度検討、17 年度実施） 

 

●市民と市職員がともに学ぶ研修の実施 

市民と職員がともに、まちづくりなどについて学ぶ研修を実施する。 

（【新規】総務局 16 年度実施） 

 

 

 

 
まちづくりに関する行動

無回答
2%

特に何もしてい
ない
53%

行政に対して意
見は述べるが、
自らそれ以外は
行動していない

1%

まちづくりに関す
る講演会や行事
に参加している

1%

その他
1%

まちづくりに関す
る情報に目を通

している
36%

地域活動や市民
活動に取り組ん

でいる
6%

H15（2003）年度　市政世論調査
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3 重点課題 

「多様な主体が身近な地域で市民自治を実践できる環境づくりと、地域で合意を形

成しそれを市政運営に反映させるしくみづくりを進める」 

（背景） 

大都市においては、都市の魅力や機能、市民生活の利便性が向上する一方、人

と人との関わりの希薄化・匿名化が進み、地域に帰属意識を持てない、人とのつ

ながりを感じられない、市民にとって行政との距離が感じられるなど、市民自治

を進めるうえで大都市特有の課題がある。 

本市では昭和 47 (1972) 年の区制施行時から、概ね連合町内会の区域を単位と

して連絡所・出張所を設け、行政情報の提供や地区住民組織の振興などを行って

きた。 

その中で、町内会組織に関しては、地域を代表する組織としてさまざまな場面

で市政への参加や協力を求めてきた。 

一方で、これまでの連絡所は、連合町内会などの地縁団体とのつながりが強い

ものの、地域住民にその役割が広く知られているとはいえない面もあった。 

このため、平成 16 (2004) 年度から連絡所をまちづくりセンター13に改編し、

地域のまちづくりのコーディネーター37 としての機能を強化し、地域のまちづく

りの活動の交流と行動の拠点とするため、その取り組みを進めている。 

 

（施策の方向性） 

地域に身近なまちづくりセン

ター13 で、参加するきっかけづく

りや地域に存在する多様な縁の

ネットワーク化を進め、地域の合

意形成の実践を積み重ねる。 

さらに地域を越えた合意が必

要な場合の区単位での調整や、地

域の合意を市の計画や事業に活

かすしくみの検討を進める。 

・まちづくりセンターの機能強化とまちづくり協議会 39の立ち上げ支援 

・市民自治の推進に重要な役割を担う区の機能の検討や区民協議会の役割・機能

についての調査、研究 

・地域の合意形成やまちづくり活動の活発化に必要な人材（市民・職員）の育成・

確保 

 

●身近な方法：みんなが利用している多様な方法で

気楽に参加・意見交換できるしかけを考えよう！ 

●小単位：成果が見えやすい小さなグループ単位で

体験し、自分たちで社会を変えることができる可能

性と楽しさを実感しよう！ 

●地域拠点の創出：多くの市民が出会い、知り合う

ための市民参加の場をつくろう！ 

市民会議の提言 
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Ⅲ プラン推進のために 
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Ⅲ プラン推進のために 

市民局が全庁的に取り組み状況を集約し、このプランの進行管理は経営改革会議

（下図参照）が行う。 

局区においては、毎年策定する局区実施プランの中で、本プランの内容をふまえ、

市民がまちづくりの主体であることを常に意識して、取り組みを計画し実施する。 

なお、各局区実施プランで方針を示す前であっても、可能なものは積極的に取り

組み実践を積み重ねる。 

また、「市民自治を進める市民会議４」に対し、進行状況などを報告するとともに、

同会議における検討内容を随時本プランに反映させる。 

平成 18（2006）年に予定している自治基本条例の制定後、次の段階の市民自治推

進の考え方や方策、推進体制を改めて定めることとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 局 区 の責 任 者 

 区  長   局  長   

経営改革会議 

市長・副市長等による強力かつ迅速な経営方針
及び市役所改革に関する重要事項の審議、決定、
進行管理を行う 

構 成 員：市長、副市長、収入役、 
総務局長、企画調整局長、財政局長、 
市民局長、区長会議代表幹事、 
市役所改革推進室長 

外部アドバイザー 

助

言 

市 民 自 治を 

進め る 市 民 会 議 

市民局 
各局区の取り
組みを把握 

外部評価 

市民アンケート 
各種調査 など 

局区長が取組
状況を報告 

市民自治推進担当
の副市長が中心と
なって指示 

報告・意見交換・チェック 

まちづくり

センター 
まちづくり

センター 

局区実施プラン 

まちづくり

センター 
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Ⅳ 資 料 

 
 

 
□ プラン策定の経過 

□ 市民自治推進プラン(案)からの変更内容 

□ 市民自治推進プラン(案)に対するパブリックコメント 33状況 

～ご意見と市の考え方～ 

□ 市民自治を考える市民会議からの提言「札幌の市民参加はこうしよう!」

の概要、委員名簿 
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プラン策定の経過 

 

 

平成 16 
(2004)年 

5 月 27 日 

■「私たちの提言 札幌の市民参加はこうしよう!1」を、市民自治を考える市民

会議から市長へ手交 

 6 月 22 日 ■市民自治推進プラン策定方針決定 

 7 月 

   ～9 月 

 

■庁内検討会議(全 5 回) 

  メンバー:市役所改革推進室、総務局広報部、企画調整局企画部、市民局地域

振興部の関係する課長職、係長職等 

■市民自治を進める市民会議 (自治のルール、みんなでつくろう!委員会 4)に策定

状況等報告(全 3 回) 

9 月 22 日 ■市民自治推進プラン（案）の公表 

10 月 5 日 ■パブリックコメント手続きに基づく市民意見募集開始(～11 月 4 日) 

11 月 16 日 ■市議会総務委員会へプラン(案)と市民意見の提出状況を報告 

12 月 16 日 ■市民意見や議会質疑を踏まえて案を一部修正し、市民自治推進プランを確定・

公表 
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市民自治推進プラン（案）からの変更内容 
 
 札幌市市民自治推進プランについては、その案を９月 22 日に公表し、10 月５日から 11 月４日

までの 31 日間、パブリックコメント 33手続きによる意見募集を行いました。 

 また、市議会に対しても案について説明を行い、質疑やご意見をいただいております。 

 これらのご意見のうちプランに反映できるものについては、以下に示すとおりプランを変更し

ました。なお、パブリックコメント手続きによる市民意見の概要とそれに対する札幌市の考え方

は、40 ページ以降に掲載しています。 
 
● プラン（案）への意見を踏まえての変更内容 

プランの 
該当部分 意見要旨等 プランの変更内容 

該当 
ﾍﾟｰｼﾞ 

プランの 
位置づけ 

「市民自治推進プラン」には、市長の

選挙公約との関係が一切述べられて

おらず、これは、市長の説明責任放棄

である。再検討、再提示を求める。 

施政方針「さっぽろ元気ビジョン」に

脚注を入れ、選挙公約と市民自治推進

プランの関係を明確にします。 
3 

情報の 
共有 

広報の「分かりやすさ」と同時に、

その内容の「正確さ」「正しさ」を特

に求めたい。 

「正確で、分かりやすいこと」は当然

だが、実情はそのようになっていない

ところが多いので、この点を強調する

ため、文言の挿入、訂正をお願いする。

「ホームページ」に関しても内容の正

しさを期待する。 

「行政から市民への情報(伝えたいこ

と)提供の充実～知らせたいことが確

実に伝わるように～」の説明文に「正

確な内容」という表現を追加します。 

12 

行政(市長)が本質的な重点課題や

重点目標を定めたものに対して、具体

的な実現政策 (施策)を幅広く市民が

公式に提言する機会がない。 

政策立案段階における優秀な提言を

吸収できる仕組み(機会)があるべき

である。 
市民意見

の 
政策反映 

各段階での市民意見を反映させる

ことが重要であり、そのガイドライン

的なものを作成し、自治基本条例づく

りに反映させることが大切と考える

が、作る考えはあるのか。 
（議会） 

より効果的に市民意見を政策に反映

させるため、合意形成手法の調査研究

を行うこととしておりますので、その

中で「具体的な実現政策を市民が公式

に提言する機会」も含め検討してまい

ります。 

 また、調査研究成果を活用していく

ことを明確にするため、基本目標「市

民意見の政策反映」における「効率的・

効果的な合意形成手法の調査研究」の

説明文の『事例集』を『手引き』に改

めます。 

26 
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プランの 
該当部分 意見要旨等 プランの変更内容 該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 

まちづくりセンターについて、プラン

の重点課題を本気で実現させようとす

るなら、大胆な人事（職員の意識改革、

特に長い間の慣例踏襲を当然とする幹

部職員の）、連合町内会に依存している

数々の事業の見直しをプランに盛り込

むべき。(重点課題) 

まちづくりは人材づくりから始まる。

まちづくりの担い手を養成していくべ

きである。(重点課題) 

職員の意識改革については、地

域のコーディネーター37 としての

役割を果たすための職員研修の充

実をすでに盛込んでおりますが、

このことを明確にするために、重

点課題の「地域の合意形成やまち

づくり活動の活発化に必要な人材

(市民・職員)の確保」の箇所にも、

「人材育成」を付け加えます。 

33 

 町内会は地域内の親睦や防災・除雪・

介護などを担っているが、札幌市との関

係で広報誌をはじめ書類配布依頼が多

く、市の下請けとの悪評がある。広報誌

配布などは個人とするなど、町内会の市

政協力を見直すべきである。 

（再掲）まちづくりセンターについて、

プランの重点課題を本気で実現させよ

うとするなら、連合町内会に依存してい

る数々の事業の見直しをプランに盛り

込むべき。(重点課題) 

市民・参加イコール町内会に見える。

町内会を窓口にせず、本当に新しい方法

を考案してほしい。 

市民との 
協働推進 

市民が生活者であるという視点が市

長にも役所にも不足している。住民側は

いままで「おまかせ」でどっぷり浸かっ

ており、自治といっても町内会中心の”

地域住民”が役所の仕事をボランティア

で肩代わりしてきた現実をどうしてい

くのか。 

「地域課題解決のための支援」の

中で「連合町内会等への依頼事項

の見直し」を追加します。 

32 

そ の 他 

既に実施されている項目と新たに取

り入れようとしている項目の違いをは

っきりと認識できるようにするべき。 

レベルアップを行っていくも

の、新たに取り組むこと（16 年度

以降）などその違いがわかるよう

表記します。 

全体 
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市民自治推進プラン（案）に対するパブリックコメント 33状況 

～ご意見と市の考え方～ 

 

 

 平成 16(2004)年 10月 5 日（火）から 11 月 4 日（木）までの期間で実施したパブリックコメン

ト手続きに基づいた意見募集について、お寄せいただいたご意見の概要とそれに対する市の考え

方を公表します。 

 なお、原文を一部要約および分割して掲載しています。 

 

第１ 意見提出者  15 人(団体を含む) 

 

第２ 提出方法 

提 出 方 法 提出者数 

郵 送 0 人 

持 参 6 人 

ファクシミリ 6 人 

電 子メ ー ル 3 人 

 

第３ 意見件数  37 件 

 

第４ 意見の内訳 

 市民自治推進プラン（案）の構成にのっとり分類しています。 

Ⅰ 総論 （ 2 件） 

 1 策定にあたって － 

 2 プランの位置づけ 1 件 

 3 策定方法 － 

 4 プランの体系 1 件 

Ⅱ各論 （26 件） 

 1 各施策を進めるに当たっての基本的な「視点」 － 

 2 基本目標と基本施策  

(1) 情報の共有  10 件 

 (2)  市民意見の政策反映 2 件 

 (3)  市民との協働推進 14 件 

 3 重点課題 ※再掲 7件 

Ⅲ プラン推進のために (1 件) 

その他の意見 (8 件) 
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第５ 意見の概要とそれに対する市の考え方 

  文中の「プラン」とは、特にことわりがない場合は、「市民自治推進プラン」を指します。 

  また、意見のない項目については、省略しています。 

 Ⅰ 総論 

2 プランの位置づけ ＜1 件＞ 

意見の概要 市の考え方 

・「市民自治推進プラン」には、市長の

選挙公約との関係が一切述べられてお

らず、これは、市長の説明責任放棄であ

る。再検討、再提示を求める。 

 このプランは、施政方針「さっぽろ元気ビジョン 2」を

受けてまとめたものですが、施政方針は市長が就任にあ

たって公約をどのように実現していくか方針を定めるも

のです。その意味で公約とこのプランはつながっていま

すが、それを明確にするために、「プランの位置づけ」に

「さっぽろ元気ビジョン」について脚注を加えます。 

 

4 プランの体系 ＜1 件＞ 

意見の概要 市の考え方 

・総論において掲げられている「2つの

視点と 3 つの基本目標」と「重点課題」

の内容は、本質的にとても大切な内容と

考える。この本質認識に基づき、各論が

具体的に有効に具体化されることを期

待する。 

本プランに掲げる取り組みを着実に進めていきます。 

 

Ⅱ 各論 

2 基本目標と基本施策    

(1) 情報の共有 ＜10 件＞ 

意見の概要 市の考え方 

『行政から市民への情報提供の充実』  3 件 

・市政全般や地域のまちづくりに市民が主体的

に参加し行動するためには、正しい事実を知る

ことがスタートであり、専門的な知識のない市

民が判断できるように、行政職員の説明能力の

向上のための研修の実施が必要である。 

さらに単なる研修に留まらず、実際に情報を

伝達する媒体(広報さっぽろ、テレビ、ホームペ

ージ ほか )の 読者の認 識 内 容を調査し 、

PDCA(Plan Do Check Action)サイクルを継続し

て、実際の実務を通して、説明責任を果たすた

めの能力を向上させる必要がある。 

 

 市政情報を正確に分かりやすく市民に説明す

ることは重要ですので、その能力を高めるための

職員研修を拡充強化し、実施していきます。 

また、本市が提供する媒体ごとに、受信する人

の認識度を調査することも含め、職員の説明能力

向上に努めていきます。 
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意見の概要 市の考え方 

・新たな施策を展開することによってコストが

大幅に増えることが想定されるので、ボランテ

ィアを活用した取組を新たに追加すべきであ

る。 

いただいたご意見も参考とし、必要最小限の経

費で効果的に施策を展開していきます。 

・広報の「分かりやすさ」と同時に、その内容

の「正確さ」「正しさ」を特に求めたい。 

 従来は「内容の分かりやすさ」を強調しすぎ

て、「内容の正確さ」が見過ごされたのではない

かと思う。 

 「正確で、分かりやすいこと」は当然だが、

実情はそのようになっていないところが多いの

で、この点を強調するため、文言の挿入、訂正

をお願いする。 「ホームページ」に関しても

内容の正しさを期待する。 

 広報さっぽろの編集にあたっては、担当部署と

の連携を図りながら、分かりやすさ、正確さ、時

期の適切さを基本とした誌面づくりに今後とも

努めていきます。このことを明確にするため、基

本目標「情報の共有」における「行政から市民へ

の情報(伝えたいこと)提供の充実～知らせたい

ことが確実に伝わるように～」の説明文に「正確

な内容」という表現を追加します。 

『市民の市政情報入手の充実』    2 件 

・行政から市民への情報提供はよほどのことで

ない限り発信主義であるが、その判断基準は有

るのか。必要とする市民が確実に受信し理解し

ているかの確認についてはどの様に考えている

のか。 

 

 統一された基準はありませんが、個人の権利義

務に直接係わる重大な要件については個別にお

知らせし、不特定多数の市民に対するお知らせ

は、広報さっぽろ、ホームページなどが中心とな

っています。 

ご意見のありました「必要とする市民が確実に

受信し理解する」視点を大切にし、知らせたいこ

とが確実に伝わるよう情報発信を工夫するとと

もに、知りたい情報が容易に得られるようにする

ための取り組みも進めていきたいと考えていま

す。 

・市民全体のインターネット利用率は昨年度で

43．1％と記載されているが、まちづくりの中核

となる町内会などの活動者は比較的高年齢であ

り利用率は低いと考えられる。地域によって必

要とする情報が異なるため、地域のニーズを掌

握している「まちづくりセンター 13」が媒体とし

て最も重要であり、その役割を明確にしておく

必要がある。 

 

 情報共有に関するまちづくりセンター13 の役

割については、プランP15に記載しています。ま

ちづくりセンターは、地域情報の交流や市政情報

の提供機能などを担っていますが、パソコンなど

の情報機器や地域のまちづくり活動を紹介する

掲示板などを活用した情報交流・提供を行うだけ

なく、職員自体もコーディネーター37としての役

割を果すこととしておりますので、ぜひ、ご活用

いただきたいと思います。 
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意見の概要 市の考え方 

『市民と行政の情報交流、共有の推進』 

5 件 

・市民(活動団体)が ITを活用して情報発信を進

めることは大切なことであるが、ホームページ

を作ったから情報発信(社会の認知)が勝手に進

むのではない。市民(活動団体)の情報発信力を

ほんとうに高めるには、組織運営・事業戦略・

メディア戦略などの組織経営に関する立案・実

行支援(経営コンサルティング)を行う必要があ

る。 

 

 

市民(活動団体)に対する情報発信支援ととも

に、組織運営支援も進めてまいります。 

 

 

・職員が出向く「出前講座」、あるいは市長の「タ

ウントーク」では、市民側からの意見や要望に

対する回答はまずなされていない。途中経過も

含めて逐次回答すべきと思うが如何か。 

 タウントークで出された意見は各区で意見や

要望を集約後、関係部に送付しておりますが、今

後は回答可能な意見について担当部から回答す

るように検討したいと考えています。 

また、出前講座で出された意見や要望に関する回

答についても、今後検討してまいります。 

・市民自治の担い手としての町内会の重要性に

ついて認識していながら、連合町内会長連絡協

議会は区単位どまりで全市を網羅した組織にな

っていない。社会福祉協議会・民生児童委員協

議会・PTA などと同じように、全市組織に立上

げ徹底した情報共有を図るべきと思うが、この

プランではなぜ取上げなかったのか。 

 町内会は住民により自主的に結成、運営されて

いる団体でありますので、連合町内会、区連合町

内会長連絡協議会、さらにはその全市組織につい

ても自主的に結成・運営いただくものと認識して

おりますが、全市的な情報交換の場のあり方につ

いては、検討してまいりたいと考えております。

札幌市からの情報提供につきましては、今後も公

平かつ適正に取組んでまいります。 

・現在のような壁で囲っているとしか考えられ

ない行政内の状況では、市民への情報提供がス

ムーズに行くはずがない。英断に期待する。 

  ご意見を踏まえて庁内の情報共有、市民へのス

ムーズな情報提供に努めてまいります。 

・出前講座について単なる事業説明ではなく意

見交換の保証に重点を移すべき。 

 出前講座は、市民の皆さんに市の施策や事業を

分かりやすく説明することにより、市政への理解

を深めていただくとともに、皆さんの生の声を聞

くことを目的としております。出前講座で寄せら

れた意見や提言を事務や事業の見直しに活用し

てまいります。 
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(2) 市民意見の政策反映 ＜2 件＞ 

意見の概要 市の考え方 

『計画や事業の各段階における市民意

見の把握と反映』        2 件 

・「施策評価 21 の導入と公表」は、とて

も重要であり、特に外部評価が重要であ

る。外部評価の結果が正しい評価なので

はなく、外部評価の内容を市民が判断し

た結果が正しい評価なのである。最後に

評価するのは市民であり、最後に市民が

正しい評価を行えることが市民自治で

ある。外部評価のあり方についてさらに

検討を深めるべきである。 

 

 

 本市の行政評価制度は、施策や事業を成果や効率性な

どの観点で検証し、また、課題を明らかにする仕組みで、

評価結果は施策や事業の見直し、改善の判断材料として

活用します。 

新たに導入する外部評価では、専門的な視点をもって、

行政の自己評価が適正かをチェックすることや、施策や

事業の効果、課題について指摘をしていただくことを想

定しています。 

これらの評価結果は市民にわかりやすく公表し、広く

意見をいただき、また議論を重ねて見直しや改善につな

げていきます。 

・行政(市長)が本質的な重点課題や重点

目標を定めたものに対して、具体的な実

現政策(施策)を幅広く市民が公式に提

言する機会がない。 

政策立案段階における優秀な提言を吸

収できる仕組み(機会)があるべきであ

る。 

 より効果的に市民意見を政策に反映させるため、合意

形成手法の調査研究を行うこととしておりますので、そ

の中で「具体的な実現政策を市民が公式に提言する機会」

も含め検討してまいります。 

 また、調査研究成果を活用していくことを明確にする

ため、基本目標「市民意見の政策反映」における「効率

的・効果的な合意形成手法の調査研究」の説明文の『事

例集』を『手引き』に改めます。 

 

(3) 市民との協働推進 ＜14 件＞ 

意見の概要 市の考え方 

『市民活動の支援』       2 件 

・ＮＰＯ25 支援の為のサポートを強化す

る必要があると思う。 

広報活動をするにも資金的に余裕がな

く運営が大変なのが実態であり、広報さ

っぽろは札幌市関連機関しか掲載でき

ないようである。 

市民活動サポートセンター 38 はすば

らしいが、利用しづらい点もあり、各区

にサポートセンターを新設し、各市民団

体に職安のように仕事を斡旋する機能

があればよいのではないか。 

 

 

NPO25の事業は、それぞれの団体が、その使命に基づ

き、主体的に展開していくものであると認識しています。

「仕事の斡旋」は支援の形としてふさわしいものではな

いと考えますが、札幌市では NPO がまちづくりに果た

す役割の重要性を踏まえて、広報活動や組織運営の充実

のための支援、活動に役立つ情報提供など、全市レベル

から、地域レベルまでの支援の取組みを進めてまいりま

す。 
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意見の概要 市の考え方 

・市民活動団体に対する委託事業の委託

費や業者についての入札と情報開示が

必要である。また、市民活動の場がエル

プラザなど便利になったものの、いまま

でどおりの窓口申し込みと 3日以内の窓

口支払いでは大変不便。もっとFAXやイ

ンターネットでの申し込みや、振り込み

ができるように改善してもいいのでは

ないか。 

 

委託契約に関しては、札幌市契約規則等により公平性

や透明性を確保しています。また、情報の公開につきま

しても進めていきます。エルプラザ公共施設のうち、有

償で部屋を貸している男女共同参画センターの利用申込

方法などについては、課題と認識しておりますので、今

後も検討を進めていきたいと考えています。 

『地域活動の支援』       9 件  

・町内会は地域内の親睦や防災・除雪・

介護などを担っているが、札幌市との関

係で広報誌をはじめ書類配布依頼が多

く、市の下請けとの悪評がある。広報誌

配布などは個人とするなど、町内会の市

政協力を見直すべきである。 

町内会は、地域の親睦を深めるとともに、まちづくり

に大きな役割を果たしている団体と認識しています。行

政からの依頼が地域の負担とならないように、見直しを

進めてまいりますが、これを明確にするため、基本目標

「市民との協働推進」における「地域課題解決のための

支援」の中で「連合町内会等への依頼事項の見直し」を

追加します。 

 

・まちづくりセンター 13 の開設に伴い、

地域住民とのふれあいの場として、従前

と違ったセンターの窓口を拡げ、センタ

ーの存在を徹底し、活用範囲を拡大して

ほしい。 

安心安全なまちサッポロ、生きがいづ

くりに魅力溢れるまちサッポロを構築

するために多くの市民に参加できるよ

うな機会を与えてほしい。  (重点課題) 

まちづくりセンターは、地域の様々な団体や住民が集

うまちづくりの拠点となることを目指しております。身

近な地域の課題や市政に関するご提案などを、ぜひ最寄

のまちづくりセンターへお寄せください。 

また、市民参加の機会拡充についても努めてまいりま

す。 

・市役所（市民局）から見たまちづくり

センター13の機能強化ではなく、地域の

市民から見た機能強化とするために、地

域の活動、意見、問題点等をモニターを

活用して把握する方策(まちづくり○○

地区モニター制度)も行うべきと考え

る。           (重点課題) 

 

まちづくりセンターでは、随時、住民のみなさんから

のご提案を受付しておりますが、一定地域あるいは区の

単位での地域の活動に関するモニター制度につきまして

も、今後検討していきたいと考えています。 



                                    Ⅳ 資  料  

- 47 - 

 

意見の概要 市の考え方 

・もう課長職を連絡所長とする時代は終

わっている。その人件費分をもっと地域

活動にまわして強化した方がいいので

はないか。各連絡所にかかっている費

用、税金、人件費（臨時職員を含む）を

きちんと開示してもらいたい。（連絡所

ごとに）市は「まちづくり」とは何をイ

メージしているのか、”役所”の意図は

何なのかをはっきり示して開示しても

らいたい。（自治基本条例をつくって終

りではないのか。それでは困る。） 

 (重点課題) 

 

まちづくりセンター13 は、地域のまちづくりの活動を

サポートしていく観点から職員配置や運営方法につい

て、今後検討していきたいと考えています。所要経費の

内訳・金額については、施設の設置形態や非常勤職員の

人数、所長(課長職)の在職年数などの違いから一律では

ありませんが、平均的な形でお示しすると、１カ所当た

り 1 年間に、1,850 万円～2,100 万円(人件費、光熱水費

等)程度となっています。 

本プランで「まちづくり」は建物や道路の建設など物

理的な環境整備ばかりでなく、福祉、環境、文化など、

地域の特性を活かした活動も含むものと位置づけていま

す。また、自治基本条例は市民と行政がどのような役割

を担い、協働していくかを定めるものであり、つくって

終わりではなく、制定過程とともに制定後の取り組みが

重要と考えています。 

 

・まちづくりセンター13の運営は地域の

市民が担うべきである。様々な市民が主

体的にその「活動」、「地域」の多様性・

特色・らしさを発揮できるようサポート

し、将来的には予算もつけて独自の運営

(まちづくり)ができるようにすべき。 

まちづくりセンターは 3年計画で整え

ていくようだが、市民も将来を視野に入

れた計画を意識し、考え、活動できるよ

うに、計画の初期に明確に告知、広報す

べきと考える。行政だけでなく、市民も

自覚し学習し行動しさらに力をつけて

いくべき。        (重点課題) 

 

 まちづくりセンターは、地域のまちづくり活動をサポ

ートし、様々な団体のネットワークづくりに向けてコー

ディネーター37 役となれるよう、その運営のあり方につ

いて検討を進めております。各区では、これらの地域ご

とのまちづくり活動を推進するための支援体制や計画に

ついて、広報誌やホームページなどへ掲載しているとこ

ろです。今後とも機会あるごとにＰＲに努めてまいりま

す。 

・1 年前は市職員は特定の市民(連合町内

会長)にばかり顔を向けており、ＮＰＯ

25 や自主的な市民運動にも門戸を開い

て行こうという姿勢がなかった。 

（まちづくりセンター 13 を設けたの

だから）従来の関係から変わっていくべ

きであるが、単なる名称変更にしかすぎ

ないように見える。いっそのこと廃止し

て税金の無駄使いを減らした方がよい

のではないだろうか。   (重点課題) 

まちづくりセンターは、地域の様々な団体や住民が集

うまちづくりの拠点となることを目指しております。身

近な地域の課題や市政に関するご提案などを、ぜひ最寄

のまちづくりセンターにお立ち寄りいただくとともに、

ご意見をお寄せください。 
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意見の概要 市の考え方 

・24カ所のまちづくりセンター13でヒア

リング調査を行ったが、所長の取組姿勢

はさまざまであり、中途半端な現状であ

る。今回のプラン内容は平成 13 年に示

された「区の目指すべき方向性」とほと

んど同じだが、「方向性」が何故実現で

きないか、検証しなければ今回も実現可

能性は低い。 

重点課題を本気で実現させようとす

るなら、大胆な人事（職員の意識改革、

特に長い間の慣例踏襲を当然とする幹

部職員の）、連合町内会に依存している

数々の事業の見直しを市民自治推進プ

ランに盛り込むべきである。(重点課題) 

 

 これまでの連絡所の問題点として、各部局から連合町

内会等への依頼事項が多く、それが町内会の負担となっ

ていたことと、一方で、多くの方にとって連絡所は必ず

しも身近な存在ではなかったことがあります。 

このため、職員の意識改革については、地域のコーデ

ィネーター37 としての役割を果たすための職員研修の充

実をすでに盛込んでおりますが、このことを明確にする

ために、重点課題の「地域の合意形成やまちづくり活動

の活発化に必要な人材(市民・職員)の確保」の箇所にも、

「人材育成」を付け加えます。 

また、基本目標「市民との協働推進」における「地域

課題解決のための支援」の中で「連合町内会等への依頼

事項の見直し」を追加します。 

・市民・参加イコール町内会にみえる。

町内会を窓口にせず、本当に新しい方法

を考案してほしい。 

 

町内会は、地域の親睦を深めるとともに、まちづくり

に大きな役割を果たしている団体と認識しています。行

政からの依頼が地域の負担とならないように、見直しを

進めてまいりますが、これを明確にするため、基本目標

「市民との協働推進」における「地域課題解決のための

支援」の中で「連合町内会等への依頼事項の見直し」を

追加します。 

 

・町内会を廃止し、その代わり市役所の

窓口に作って欲しい。町内会の抱えるい

ろいろな問題を市から指導が出来ない

ものか。 

町内会の仕事に代わる専門の職業を作

ることにお金を出すことで解決される

のなら、誰でもいやだと思っている町内

会は変わると思う。 

町内会は、住民の任意の参加による住民主体の団体で

すので、その運営に当たっては、行政が介入することは

できません。住民のみなさんの十分な話し合いに基づき、

円滑で適正な運営がなされることが必要です。町内会が

抱える地域の様々な課題の解決に当たっては、まちづく

りセンター13 は協力や助言をすることができますので、

ぜひご利用ください。 

『市民との協働推進』      3 件 

・まちづくりは人材づくりから始まる。 

まちづくりの担い手を養成していくべ

きである。        (重点課題) 

 

市民が地域の諸課題に関心を持ち、まちづくり活動につ

ながるよう、学習機会の拡充などを進めていきます。こ

のことを明確にするため、このことを明確にするために、

重点課題の「地域の合意形成やまちづくり活動の活発化

に必要な人材(市民・職員)の確保」の箇所にも、「人材育

成」を付け加えます。 
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意見の概要 市の考え方 

・行政と市民がともに力を合わせて「公

共」を担うためには、お互いの信頼関係

の構築が最重要である。そのためには、

同じ場に集い、同じ問題意識を持ち、い

っしょに汗をかいて労を共にすること

が最も近道である。 

「市民と市職員がともに学ぶ研修の実

施」については、テーマをしっかりと設

定して、そのテーマに関心を持つ市民と

関連する部局の職員が共に学ぶ場を作

り、さらにそのテーマに見識のある「フ

ァシリテータ 36」を配置することが必要

である。 

 今年度、新たに、市民と職員が同じ場に集い、お互い

の情報を交換し学ぶセミナーや、地域のまちづくりに関

する課題・問題点について考える「市民と行政の地域づ

くり実践研修」を実施しました。 

 この研修では、テーマに見識の深いファシリテーター

を配置し、ワークショップなどの手法を用いて、まちづ

くりに関する課題の解決策を検討しており、今後も、こ

のような実践的な研修に取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

・プランの「市民との協働推進」におい

て「支援」という言葉が多岐に渡って踊

っていることに大きな違和感を覚える。

行政は市民と対等なパートナーとして

付託されたお金と権限を市民といっし

ょに行使する存在であるべきである。支

援する側、される側ではない、真のパー

トナーとして市民との協働を推進して

ほしい。 

 

 本プランは、行政として着実に進めるべき事柄を中心

に盛り込んでいるため、「支援」の用語が多くなっていま

すが、対等なパートナーとしての認識に基づいて本プラ

ンを推進してまいります。また、今後も市民自治のあり

ようについての本格的な議論を進めてまいります。 

 

 

Ⅲ プラン推進のために ＜1 件＞ 

意見の概要 市の考え方 

・経営改革会議とまちづくりセンター13

との関係の表し方は左右に並べ対等な

関係を表現すべき。まちづくりセンター

だけが多様な市民の意見を代表するか

のように誤解されないよう、たとえば

NPO25や市民団体なども記入すべき。 

 

 ご指摘の図は、行政内部の推進体制を示したものであ

り、責任を持ってこのプランを推進していく機構的な位

置づけを表しています。本プランの推進にあたっては、

NPO25 や市民団体などさまざまな市民意見をいただき

ながら進めていきます。 
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その他の意見 ＜8 件＞ 

意見の概要 市の考え方 

「議会関係」          2件 

・議員(議会)と市民とのコミュニケーシ

ョンを増加させ、親近感の向上、日常

性の向上からスタートするべきであ

る。 

 

議員（議会）の役割は重要であると認識しております

が、本プランは行政が取り組むべきことを対象としてい

るため、今回頂戴したご意見は議会に送付させていただ

きます。 

・本会議・委員会ともに原則公開である。

しかしながら何時どの会派のどの議員

がどの部局とどの様な質疑をするのか

は一般市民に公開されていない。報道関

係に限ることなくスケジュールは決ま

り次第公開すべきである。 

議員（議会）の役割は重要であると認識しております

が、本プランは行政が取り組むべきことを対象としてい

るため、今回頂戴したご意見は議会に送付させていただ

きます。 

「全体」            5 件 

・市民としての権利と役割を、行政や市

政に真摯に受け止めてもらえるように、

それぞれの地域の実情を重点課題とし

て、身近な地域で市民自治を実践できる

環境づくりを希望する。 

そのためにも、消費者基本法の趣旨とそ

の目的が充分に理解と納得のできるよ

うな市政を構築していただきたいと思

う。 

 

身近な地域で市民自治を実践できる環境づくりを重点

課題として進めてまいります。 

また、消費者基本法の趣旨を尊重して、消費者行政を

進めていきます。 

・行政は市民のためのもの、市民を大切

にすることが第一。まず行政のムダ、空

転り続きの札幌市政の担い手が反省す

ることが肝要であると思う。 

 ご意見のありました「行政は市民のためのもの」とい

う認識を改めて確認し、市民の皆さんの協力を得ながら、

市政改革を進めてまいります。 

・メールで市長に面会を求めたが、代理

として秘書部長からメールがあったの

みで面会についての回答はなかった。 

市民自治のためには、市民が個人として

尊重されること、市民が行政について、

どのクラスの行政責任者にも自由に意

見が言えること、そして回答を得られる

ことが必要である。 

 

 市長がすべての方に直接お会いすることは時間の制約

から難しい状況ですが、それを補うため、市長のもと市

政を推進する職員を配置しております。 

今後とも市政運営に関するご意見を頂戴し、真摯に受
け止め取り組みを進めてまいります。 
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意見の概要 市の考え方 

・市民が生活者であるという視点が市長

にも役所にも不足している。 

そもそも市民自治といっても、住民側

はいままで「おまかせ」でどっぷり浸か

っており、自治といっても町内会中心

の”地域住民”が役所の仕事をボランテ

ィアで肩代わりしてきた現実をどうし

ていくのか。 

 市民自治の根本となる地域のまちづくり活動は、町内

会や様々な住民・団体によって進められていますが、町

内会その他住民団体への行政からの協力依頼の見直しを

進め、地域の負担軽減を図ることを明確にするため、基

本目標「市民との協働推進」における「地域課題解決の

ための支援」の中で「連合町内会等への依頼事項の見直

し」を追加します。 

・既に実施されている項目と新たに取り

入れようとしている項目の違いをはっ

きりと認識できるようにするべき。 

 

 ご意見を踏まえ、レベルアップを行っていくもの、新

たに取り組むこと（16 年度以降）などその違いがわかる

よう表現します。 

「その他」           1 件 

・今回のパブリックコメントの資料がど

こにでも置いてあるのではなく入手困

難だった。末端の職員にこの企画が十分

認識されていなかった。パブリックコメ

ント 33 を市民から本当に得ようとして

いるのか意欲が伝わらない  

 

 パブリックコメントの資料は、各区役所広聴係や各ま

ちづくりセンター13など約 100 カ所の公共施設に配置す

るとともに市のホームページからもご意見をいただける

ようにいたしました。また、広報さっぽろで特集を組む

とともに、意見募集期間中に町内会長会議などで資料配

布させていただくなど、広く周知に努めたところです。

市民意見の募集にあたっては今後も適切な配置場所の工

夫をしていきたいと考えています。 
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●提言書の構成 

●第４章 市民の意見を政策に反映する （市民自治を保障する方法＝目標）  
◆行政は、市民に政策決定過程をわかりやすく提示する。  
    （地下鉄の停車駅表示のように各段階を示す）～イメージ図 24ページ 

●第５章 市民自治の実現に向けて 
■市民参加の基本的なあり方 

 市民はまちづくりの主体であるという理念を持ち、「広げる参加」と「深める参加」
の両方の視点から、まちづくりへの参加を進める必要がある。 （イメージ図 7ペー
ジ）  
①「広げる参加」市民、行政、議会が互いの情報を共有し、市政を身近に感じることで、

より多くの市民が市政に参加する  
②「深める参加」合意形成の経験を重ね、行政との協働によって市民意見を政策に反映し

ていく。  

○「市民参加の基本的なあり方」を自治基本条例策定に反映させる 
○「市民と行政と議会」の三者が協議を行う機会をつくる 
○「参加のデザイン」をふまえたしくみを、市民と行政の協働でつくる 

はじめに 

第１章 参加主体を広げる 
第２章 情報を共有する 

第３章 市民の合意形成を図る 

第４章 
市民の意見を政
策に反映する 

第５章 
市民自治の 実

現に向けて 

●第１章 参加主体を広げる 
 
●市民、行政、議会にそれぞれ課題があり、 

現状では市政に参加できる市民が限られている。 
 
 いつでも、どこでも、だれでも市民参加 
 できるしくみや環境を整える。 

 ◆そのために必要なこと 
 ・市民参加の現状を知る 
 ・多様な参加の方法 
 ・小さなグループ単位 
 ・地域の拠点をつくる 
 ・市民自身が市民ニーズを把握 

●第２章 情報を共有する 
 
◆行政は、政策情報を整備し、多様な伝達 

ルートで市民に情報を発信する。  
◆市民は、多様な「縁」を活用し、市民間で  

情報交流をし、コミュニケーションを活性化する。 

●第３章 市民の合意形成を図る 
 
   合意形成は難しい！ 
 
◆より効果的な市民参加の手法づくり 
  （参加のデザイン）に取り組む。  
◆市民、行政職員は、合意形成のために  
 必要な知識や技術、自治意識を高め、  
  市民自治の実践経験を積む（人材育成）。 

○ 参加のデザイン 
「参加構成のデザイン」 

 どのような人が参加するか 
「参加プロセスのデザイン」 
 市民参加をどの段階でどのように行うか 
「参加プログラムのデザイン」 

 会議やワークショップなど市民参加の集ま

りの具体的進め方や運営方法を企画する 

○ 「縁（えん）」 
・地域縁（居住地域） 
・社縁（企業） 
・趣味縁（趣味の繋がり） 
・活動縁（市民活動など） 

提言にあたって 

市民自治を考える市民会議からの提言「札幌の市民参加はこうしよう！」概要 
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市民自治を考える市民会議委員及びコーディネーター 名簿   （敬称略・五十音順） 

氏  名 所属など 
公募委員・ 

指名委員の別 

委員会に 

おける所属 

グループ 

備 考 

池田 健次 

（いけだ・けんじ） 

さっぽろ時計台の会 

常任理事 
公募 情報共有  

井澤 佑希 

（いざわ・ゆうき） 
北海道大学四年生 公募 参加主体  

一瀬 ヒロ 

（いちのせ・ひろ） 

北野地区福祉のまち推進セ

ンター運営委員長 
指名 情報共有  

伊藤 規久子 

（いとう・きくこ） 

北海道コミュニティレスト

ラン研究会代表 
指名 合意形成 起草委員 

大石 昇司 

（おおいし・しょうじ） 
澄川地区連合会会長 指名 合意形成  

岡本 雅樹 

（おかもと・まさき） 

ＮＰＯ法人自立生活センタ

ーさっぽろ事務局長 
公募 合意形成  

川口 剛 

（かわぐち・ごう） 
まちばる ADELANTE 主宰 公募 情報共有 起草委員 

木原 くみこ 

（きはら・くみこ） 

(株)らむれす代表取締役

（三角山放送局） 
指名 情報共有  

笹村 一 

（ささむら・はじめ） 

ＮＰＯ法人リンカーンフォ

ーラム北海道代表 
公募 参加主体 起草委員 

佐藤 和男 

（さとう・かずお） 
札幌通運(株) 指名 

参加主体 

＊グループ代表 
 

道念 里香 

（どうねん・りか） 
医療法人中江病院 公募 参加主体  

中島 正晴 

（なかじま・まさはる） 

(有)中島建築設計事務所代

表取締役 
指名 

合意形成 

＊グループ代表 
 

西田 郁子 

（にしだ・いくこ） 
地域支援クラブ事務局長 公募 情報共有  

福士 明 

（ふくし・あきら） 
札幌大学法学部教授 指名 

情報共有 

＊グループ代表 
起草委員 

丸山 博子 

（まるやま・ひろこ） 
丸山環境教育事務所代表 指名 参加主体 

★委員代表 

起草委員 

山田 澄子 

（やまだ・すみこ） 

北海道ワーカーズ・コレクテ

ィブ連絡協議会 
公募 合意形成  

 

木村 篤子 

(きむら・あつこ)  
（株）北海道新聞情報研究所 調査研究部長 コーディネーター 
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